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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つ或いは複数の異なる構成の部屋の画像が記憶された部屋画像記憶手段と、
操作対象となる一つ或いは複数の異なるアイテムの画像が記憶されたアイテム画像記憶手
段と、
一つ或いは複数の異なるキャラクタの画像が記憶されたキャラクタ画像記憶手段と、
ユーザにより選択された上記部屋の画像、上記アイテムの画像、及び上記キャラクタの画
像を、上記部屋画像記憶手段、上記アイテム画像記憶手段、及び上記キャラクタ画像記憶
手段からそれぞれ読み出し、上記部屋の画像に対して、アイテムの画像、及び上記キャラ
クタの画像を組み込んだかたちの全体画像を形成して表示手段に表示制御すると共に、ユ
ーザが操作手段を操作することで上記全体画像内に組み込まれたアイテムの画像から所望
のアイテムの画像を選択する選択操作に追従して、該選択されたアイテムに近接した位置
に上記キャラクタの画像を移動表示し、一方のアイテムの情報を他方のアイテムにコピー
することが指定された際に、上記一方のアイテムから所定のオブジェクトを持ち上げ、こ
の持ち上げたオブジェクトを、上記他方のアイテムに置く動作を行うように上記キャラク
タを表示制御する表示制御手段と
　を有する情報処理装置。
【請求項２】
請求項１に記載の情報処理装置であって、
上記オブジェクトは、上記一方のアイテムの情報の中からユーザにより選択が指示された
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情報に対応するオブジェクトであること
　を特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の情報処理装置であって、
　上記表示制御手段は、一方のアイテムの情報を他方のアイテムにコピーすることが指定
された際に、上記一方のアイテムから所定のオブジェクトを持ち上げ、この持ち上げたオ
ブジェクトを、上記他方のアイテムに置く動作を行うように上記キャラクタを表示制御す
ると共に、上記他方のアイテムに対応する入力画面を上記表示手段に表示し、この入力画
面に対して、上記一方のアイテムの情報を貼り付けたかたちで表示制御すること
　を特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のうち、いずれか一項に記載の情報処理装置であって、
　上記表示制御手段は、上記操作手段による選択操作で選択されたアイテムの輪郭を高輝
度で表示制御すること
　を特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の情報処理装置であって、
　上記表示制御手段は、上記アイテムの輪郭を高輝度で表示制御した際に、そのアイテム
が有する機能を示す補助的な画像を表示制御すること
　を特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば携帯電話機，ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System），通
信機能を有するＰＤＡ装置（PDA：Personal Digital Assistants）、或いは通信機能を備
えたパーソナルコンピュータ装置等のユーザインターフェイスの表示制御に用いて好適な
情報処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
今日において、家屋内に設けられた家電機器等の被遠隔操作機器をネットワークを介して
遠隔操作可能とする遠隔操作システムが知られている。
【０００３】
この遠隔操作システムにおいて、例えば電子番組表（ＥＰＧ：Electronic Program Guide
）を用いて自宅のビデオテープレコーダ装置に対して予約録画設定を行う場合、ユーザは
、インターネット上の所定のサイト等から電子番組表を取得し、この電子番組表に基づい
て所望の番組の放送日時を認識し、この放送日時を予約録画情報として、遠隔操作用コン
トローラ等の機器に新たに入力する。
【０００４】
この入力された予約録画情報は、例えばインターネット及びユーザの自宅に設けられた家
庭内ネットワークを介して、ユーザの自宅に設置されているビデオテープレコーダ装置に
供給される。これにより、自宅に設置されているビデオテープレコーダ装置を、ユーザが
遠隔地に居ながらにして予約録画設定することができる。
【０００５】
このような遠隔操作システムは、利便性の向上を通じて、各ユーザの生活レベルの向上を
図ることができるため、普及の待たれるシステムの一つである。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、このような遠隔操作システムもそうなのであるが、新規なシステムの普及し始め
には、そのシステムの取り扱いに精通しているユーザが少ないため、各ユーザにとってシ
ステムに対応する機器の取り扱いが困難となる。
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【０００７】
このような機器の取り扱いの困難性がある場合、システムの導入を考えているユーザに対
して悪い印象を与えてしまい、システムの普及を阻害するおそれがある。
【０００８】
本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ユーザに対してシステムに対応する
機器を簡単に操作可能とすることにより、システムの普及に貢献可能な情報処理装置の提
供を目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る情報処理装置は、ユーザの部屋及びユーザの部屋に設置されている機器等の
アイテムを、インターフェイス上に画像で再現して表示する。
【００１０】
ユーザは、日頃住み慣れている自分の部屋、及び該部屋に設置されている機器は認識して
いる。このため、インターフェイス上に、ユーザの部屋を仮想的に再現して表示すること
で、ユーザに対して、直感的、かつ、簡単に機器等のアイテムの操作が可能なインターフ
ェイスを提供することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
［システムの概要］
図１は、本発明を適用した実施の形態となる情報処理システムの構成を示す図である。こ
の情報処理システムは、ユーザが日常取り扱う情報を、様々な情報処理間でシームレスに
取り扱い可能としたシステムである（一つの情報を複数の情報処理間で共用可能としたシ
ステムである。）。
【００１２】
具体的には、例えば所定のサイトから取得した電子番組表（ＥＰＧ：Electronic Program
 Guide）は一種の時間情報である。このため、当該実施の形態の情報処理システムでは、
上記電子番組表を取り込んだ際には、この電子番組表の情報形態のまま、所望の機器の遠
隔操作に用い、また、電子メールに添付して知人に転送したり、起床時刻の設定等に用い
る等のように、一つの情報を、様々な情報処理に展開して、各情報処理間でシームレスに
情報を取り扱い可能となっている。
【００１３】
一方、この実施の形態の情報処理システムは、新規なシステムとして提供されることとな
るため、ユーザにとって馴染み難いシステムとなるおそれがある。
【００１４】
しかし、この実施の形態の情報処理システムでは、情報の取り扱い操作を行う機器に対し
て、操作対象となる機器や情報等をグラフィック表示すると共に、情報の取り扱いの際に
、エージェントやマスコットと呼ばれるキャラクタに、情報の取り扱いに対応する動きを
付けて表示（アニメーション表示）することにより、上記機器を直感的かつ簡単に操作可
能として、ユーザが扱いやすい（馴染みやすい）システムを提供している。
【００１５】
［システム構成］
この実施の形態となる情報処理システムは、複数のサーバ装置で構成されるサーバシステ
ム１と、モバイル機器を用いた通信を可能とする通信システム２と、ユーザの家屋内に設
けられた家庭内ネットワークシステム３とを、インターネット４等のネットワークを介し
て相互に接続することで構成されている。
【００１６】
［サーバシステム］
この遠隔操作システムの場合、「機器」，「情報」及び「コミュニケーション（通信）」
を、ユーザが日常生活をおくるうえで接する対象として考え、上記サーバシステム１を、
家庭内ネットワークシステム３の各機器を制御するコントロールサーバ装置５と、例えば
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各ユーザのアドレス帳やスケジュール帳等の情報管理を行うデコレーションサーバ装置６
と、上記各システム１～３の通信管理を行うコミュニケーションサーバ装置７とで構成し
ている。
【００１７】
このように、各対象毎に設けられた各サーバ装置５～７を設けることで、サーバシステム
に掛かる負荷を分散することができる。
【００１８】
なお、この例では、サーバシステム１を、物理的に分割された３つのサーバ装置５～７で
構成したが、これは、一つのサーバ装置を設け、この一つのサーバ装置で上記機器，情報
，コミュニケーションをそれぞれ管理するようにしてもよい。
【００１９】
また、４つ以上のサーバ装置を設け、各サーバ装置で上記機器，情報，コミュニケーショ
ンをそれぞれ分担するようにしてもよい。この場合、サーバシステム１に掛かる負荷が、
多くのサーバ装置に分散されるため、各サーバ装置に掛かる負荷を、より軽減することが
できる。
【００２０】
上記コントロールサーバ装置５には、各ユーザが所有する例えばテレビジョン受像機，ビ
デオテープレコーダ装置，エアコンディショナ装置，パーソナルコンピュータ装置等の、
ユーザの家庭に設置されている機器を示す情報と、各機器を遠隔操作するためのコマンド
情報等が記憶されている。
【００２１】
このコントロールサーバ装置５は、例えばユーザから携帯電話機等のモバイル機器を用い
て遠隔操作情報が送信されると、この送信された遠隔操作情報に基づいて指定された機器
を遠隔操作制御する。
【００２２】
なお、この例では、コントロールサーバ装置５をサーバシステム１側に設け、各ユーザの
機器を一括して遠隔操作制御するようにしているが、コントロールサーバ装置５を上記家
庭内ネットワークシステム３側に設けるようにしてもよい。この場合、コントロールサー
バ装置５は、そのユーザ専用のサーバ装置として動作することとなる。
【００２３】
上記デコレーションサーバ装置６は、各ユーザの個人所有データを記憶するデータベース
８（ＤＢ）を有している。
【００２４】
具体的には、各ユーザは、個人的に所有するデータである、例えば「スクラップブック」
，「スケジュール帳」，「電話帳」及び「アドレス帳」等の個人所有データを、例えばパ
ーソナルコンピュータ装置やモバイル機器（携帯電話機等）等のクライアント端末を介し
てアップロードするようになっている。デコレーションサーバ装置６は、このアップロー
ドされたデータをデータベース８に記憶して保存する。
【００２５】
上記スクラップブックには、例えばユーザにより入力されたメモ書きや文章等の「任意の
文字列」、所定のサイトからダウンロードされた電子番組表の「番組データ（タイトル，
チャンネル，放送日時，出演者等）」、ＪＰＥＧフォーマット（Joint Photographic Exp
ert Group），ＧＩＦ（Graphics Interchange Format）等の静止画像データ及びそのタイ
トルのデータや、ＭＰＥＧフォーマット（Moving Picture Experts Group）等の動画像デ
ータ及びそのタイトルのデータ（以下、これら静止画像データ及び動画像データをまとめ
て「イメージデータ」という。）等の、ユーザが所望する様々なデータが書き込まれ記憶
されるようになっている。
【００２６】
上記スケジュール帳には、例えば待ち合わせや打ち合わせ等の各スケジュールのタイトル
、各スケジュールの日時、及び各スケジュールの内容（詳細）等が書き込まれ記憶される
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ようになっている。
【００２７】
上記電話帳及びアドレス帳には、各ユーザの知人，友人，会社等の電話番号及び電子メー
ルアドレスがそれぞれ書き込まれ記憶されるようになっている。
【００２８】
上記コミュニケーションサーバ装置７は、例えば天候情報，電車やバスの時刻表，星座占
い，株価情報，位置情報等の「ニュース（＝インターネット上の情報）」をインターネッ
ト上の所定のサイトから取得し、これらをデータベース１８に記憶する。そして、これら
の情報を、インターネット４を介して各ユーザのパーソナルコンピュータ装置に提供し、
また、モバイルサーバ装置１１を介して携帯電話機等のモバイル機器に提供する。
【００２９】
なお、上記コミュニケーションサーバ装置７上、或いは上記モバイルサーバ装置１１上に
、例えば電子掲示板（ＢＢＳ：Bulletin Board System）等のフリースペースを設け、こ
こにユーザの公開してもよいデータや、所定のサイトから取得した上記ニュースをアップ
ロードするようにしてもよい。
【００３０】
所定のグループでフリースペースを利用したい場合には、グループ登録を行ってグループ
ＩＤの発行を受け、そのグループに対して貸与されたサーバ装置７上の共有スペースをグ
ループ内のユーザで使用することとなる。
【００３１】
［情報の表記形態］
上記個人所有データ及び各情報は、一例としてＸＭＬフォーマット（XML:eXtensible Mar
kup Language）に基づいて表記されるようになっている。このＸＭＬフォーマットは、独
自にタグを定義することができるため、単なる文書を「データ」として処理することを可
能とすることができる。
【００３２】
例えば、このＸＭＬフォーマットを用いると、「＜日時＞」等のように人間が理解しやす
い構造で内容を表記することができ、また、「スキーマ（XML Schema等）」を用いること
で＜日時＞のタグに記述された「数字」を、所定のアプリケーションの「日時を表わす数
値データ」として用いることが可能となる。
【００３３】
このため、上記個人所有データ及び各情報は、
メモ書き　　　＜メモ／＞
スケジュール　＜タイトル／＞　＜日時／＞　＜内容／＞
番組データ　　＜タイトル／＞　＜日時／＞　＜チャンネル／＞
イメージ　　　＜タイトル／＞　バイナリーデータ（ＸＭＬ表記の場合には、ＭＩＭＥ（
Multipurpose Internet Mail Extensions）に変換される。）
等のように表記されている。
【００３４】
個人所有データの場合、各ユーザが、以下に説明する携帯電話機等のモバイル機器や自宅
のパーソナルコンピュータ装置等を用いて、上記データベース８に対してアップロードす
るようになっている。そして、このアップロードされた個人所有データは、前述のように
ＸＭＬ表記されていることから、例えば自宅の機器の遠隔操作や起床時刻の設定等に用い
られる等、各情報処理間（異なるシステム間）においてシームレスに取り扱われるように
なっている。
【００３５】
［通信システム］
この情報処理システムの場合、クライアント端末の一つとなるモバイル機器の一例として
携帯電話機９を用いている。このため、図１には、通信システム２として、携帯電話会社
の簡略的なシステム構成が図示されている。
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【００３６】
具体的には、この通信システム２は、携帯電話機９の無線通信を中継する基地局１０と、
上記サーバシステム１及び家庭内ネットワークシステム３に対する通信制御を行うモバイ
ルサーバ装置１１とを、通信ネットワーク１２を介して相互に接続することで構成されて
いる。
【００３７】
上記サーバシステム１の各サーバ装置５～７に対しては、携帯電話機９の他、パーソナル
コンピュータ装置やＰＤＡ装置等の他の機器からの情報もアップロード可能となっている
。ただ、パーソナルコンピュータ装置等の情報処理能力の高い機器からアップロードされ
た情報は、情報量が大きい場合が多い。上記モバイルサーバ装置１１は、情報の容量変換
機能を有しており、情報量が大きい情報を、携帯電話機９で処理可能な情報量に変換し、
該携帯電話機９に送信する。
【００３８】
なお、この例では、クライアント端末として携帯電話機９を用いることとして説明を進め
るが、例えばＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System），通信機能を有するＰ
ＤＡ装置（PDA：Personal Digital Assistants）、或いは通信機能を備えた携帯型（ノー
ト型等）のパーソナルコンピュータ装置等の他の機器も、上記クライアント端末として用
いてもよい。
【００３９】
［家庭内ネットワークシステム］
家庭内ネットワークシステム３は、例えばユニバーサル・プラグ・アンド・プレイ（UPnP
：Universal Plug and Play）、ジニー（Jini）、ハビ（HAVi）等のミドルウェアを用い
て構築されており、例えばユーザ宅に設置されたパーソナルコンピュータ装置１３（ＰＣ
），エアコンディショナ装置１４（ＡＣ），テレビジョン受像機１５（ＴＶ）、及びビデ
オテープレコーダ装置１６（ＶＴＲ）等の遠隔操作の対象となる機器（被遠隔操作機器）
を家庭内ネットワーク１７に接続することで構成されている。
【００４０】
上記サーバシステム１のコントロールサーバ装置５は、携帯電話機９の遠隔操作に基づい
て、インターネット４及び家庭内ネットワーク１７を介して上記各被遠隔操作機器の動作
を制御するようになっている。
【００４１】
［システム動作］
この実施の形態の情報処理システムを利用する場合、最初に「ユーザ登録」を行うことで
ユーザ識別情報（ユーザＩＤ）及び所定のパスワードの発行を受け、次に「初期設定」と
して、携帯電話機９に対して自宅の部屋を登録すると共に、各部屋に設置されている各機
器、スクラップブック、スケジュール帳等の「アイテム」を登録し、また、「エージェン
ト（或いはマスコット）」と呼ばれるキャラクタを、ユーザのアバタ（Avatars：分身，
化身）として選択する。
【００４２】
［ユーザ登録］
まず、ユーザが、携帯電話機９を操作してモバイルサーバ装置１１にアクセスすると、モ
バイルサーバ装置１１から携帯電話機９に対してユーザＩＤ及びパスワードの入力画面と
共に、ユーザ登録を指定する画面が送信される。
【００４３】
ユーザによりユーザ登録が指定されると、モバイルサーバ装置１１は、ユーザ登録に必要
となる所定事項の入力画面をユーザの携帯電話機９に送信する。
【００４４】
ユーザは、この入力画面に対して所定事項を入力し、モバイルサーバ装置１１に返信する
。モバイルサーバ装置１１は、ユーザから返信された入力事項をチェックし、該入力事項
に対して不備が無い場合に、そのユーザに対してユーザＩＤ及び所定のパスワードを発行
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する。これにより、ユーザ登録が終了する。
【００４５】
なお、モバイルサーバ装置１１は、このユーザＩＤ及びパスワードを、上記入力事項と共
にデータベース３１（ＤＢ）に登録しておき、次回、そのユーザが当該システムへのログ
インを希望した場合に参照する。
【００４６】
また、一例としてモバイル機器に対応して、モバイルサーバ装置１１が、ユーザＩＤ及び
パスワードを発行して管理することとしたが、パーソナルコンピュータ装置等の他のクラ
イアント端末を用いてユーザ登録が行われる場合には、例えばコミュニケーションサーバ
装置７等でユーザＩＤ及びパスワードを発行して管理するようにしてもよい。
【００４７】
［初期設定］
次にユーザは、このようにユーザ登録を行った後に、操作するアイテムの登録を行う（初
期設定）。図２のフローチャートに、この初期設定時におけるシステム動作の流れを示す
。
【００４８】
モバイルサーバ装置１１は、上記ユーザＩＤ及びパスワードに基づいてユーザを認証する
と、所定のメニュー表示画面を携帯電話機９に送信する。この図２に示すフローチャート
は、ユーザにより、携帯電話機９の表示画面２０に表示された上記メニューの中から「初
期設定」が選択されることでスタートとなる。
【００４９】
ステップＳ１では、ユーザにより初期設定が選択されたため、モバイルサーバ装置１１が
、この初期設定用のアプリケーションプログラムをユーザの携帯電話機９に送信する。
【００５０】
携帯電話機９は、このアプリケーションプログラムを受信すると、ステップＳ２において
、エージェントの選択画面を表示する。ユーザは、携帯電話機９を操作して、この表示さ
れたエージェントの中から所望のエージェントを選択する。
【００５１】
ステップＳ３では、携帯電話機９のＣＰＵが、このエージェントの選択操作がなされたか
否かを判別することで、ユーザによりエージェントが選択されたか否かを判別する。そし
て、ユーザによりエージェントが選択されたタイミング（エージェントの選択操作を検出
したタイミング）で、該ユーザにより選択されたエージェントに関する情報（例えば、エ
ージェント名等）を記憶すると共に、このフローチャートに示す処理をステップＳ４に進
める。
【００５２】
これに対して、携帯電話機９は、ユーザによりエージェントの選択操作が検出されない場
合は、ステップＳ１１においてユーザからログオフが指定されたか否かを判別する。そし
て、ログオフが指定されていない場合には、上記ステップＳ３において、エージェントの
選択操作を検出するまで、該ステップＳ３及びステップＳ１１を繰り返し実行する。また
、ログオフが指定された場合には、そのまま、この図２に示すフローチャートの各ステッ
プの実行を中断して処理を終了する。
【００５３】
図３（ａ），（ｂ）に、上記エージェントの一例を示す。図３（ａ）に示すエージェント
は「天使タイプのエージェント」であり、同図（ｂ）に示すエージェントは「デビルタイ
プのエージェント」である。ユーザは、このようなエージェントの中から所望のエージェ
ントを選択する。
【００５４】
次に、ユーザにより所望のエージェントが選択されると、携帯電話機９は、ステップＳ４
において、上記アプリケーションプログラムに基づいて所定の部屋の画像を表示する。
【００５５】
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図４（ａ）～（ｃ）に、この部屋の画像の一例を示す。図４（ａ）は「居間」の画像、同
図（ｂ）は「寝室」の画像、同図（ｃ）は「納戸」の画像である。これら各部屋の画像は
、ユーザの携帯電話機９の操作に応じて表示画面２０に順次表示されるようになっている
。
【００５６】
すなわち、この実施の形態の情報処理システムで用いられる携帯電話機９の場合、図１及
び図５に示すように携帯電話機９本体の長手方向に沿って回転自在（＝上下方向に回転自
在）とされたジョグダイアル２１が設けられている。また、このジョグダイアル２１の両
端部に近接して右キー２２Ｒ及び左キー２２Ｌがそれぞれ設けられている。さらに、右キ
ー２２Ｒに近接して右ソフトキー２３Ｒが、左キー２２Ｌに近接して左ソフトキー２３Ｌ
がそれぞれ設けられている。
【００５７】
また、携帯電話機９の表示画面２０には、いずれかの部屋の画像と共に、右方向の矢印の
画像ＹＲ、左方向の矢印の画像ＹＬ、及び切り替わり先となる部屋の名称（文字）が表示
されるようになっており、この右方向の矢印の画像ＹＲと切り替わり先となる部屋の名称
で、上記右キー２２Ｒが押圧操作された際に切り替わり先となる部屋を示し、上記左方向
の矢印の画像ＹＬと切り替わり先となる部屋の名称で、上記左キー２２Ｌが押圧操作され
た際に切り替わり先となる部屋を示すようになっている。
【００５８】
例えば図４（ａ）は、表示画面２０に表示された「居間」の部屋の画像を示しているので
あるが、この状態で右キー２２Ｒが押圧操作されると、携帯電話機９のＣＰＵは、「居間
」の部屋の画像から「納戸」の部屋の画像に表示画像を切り替え、左キー２２Ｌが押圧操
作されると、「居間」の部屋の画像から「寝室」の部屋の画像に表示画像を切り替える。
【００５９】
同様に、図４（ｂ）は、表示画面２０に表示された「寝室」の部屋の画像を示しているの
であるが、この状態で右キー２２Ｒが押圧操作されると、携帯電話機９のＣＰＵは「寝室
」の部屋の画像から「居間」の部屋の画像に表示画像を切り替え、左キー２２Ｌが押圧操
作されると、「寝室」の部屋の画像から「納戸」の部屋の画像に表示画像を切り替える。
【００６０】
なお、この例では右キー２２Ｒ及び左キー２２Ｌを押圧操作することで表示画面２０の表
示画像が切り替わることとしたが、これは、ジョグダイアル２１を回転操作することで表
示画像が切り替わるようにしてもよい。
【００６１】
次にユーザは、このように左右キー２２Ｌ，２２Ｒを操作することで、所望の部屋の画像
を表示画面２０に表示すると、図１及び図５に示す左ソフトキー２３Ｌを押圧操作して所
望の部屋の設定を指示する。
【００６２】
すなわち、図４（ａ）～（ｃ）に示す表示画面の左下に表示される「設定」の文字は、左
ソフトキー２３Ｌに対して、所望の部屋の設定キーが割り当てられていることを示してい
る。このため、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ５において、上記左ソフトキー２３
Ｌの押圧操作がなされたか否かを判別することで、所望の部屋の設定が指定されたか否か
を判別する。そして、左ソフトキー２３Ｌの押圧操作を検出したタイミングで、上記ユー
ザにより選択された部屋の情報（例えば、部屋名等）を記憶すると共に、このフローチャ
ートに示す処理をステップＳ６に進める。
【００６３】
これに対して、ユーザにより所望の部屋が選択されていない場合、携帯電話機９は、ステ
ップＳ１２においてユーザからログオフが指定されたか否かを判別する。そして、ログオ
フが指定されていない場合には、上記ステップＳ５において、ユーザにより所望の部屋が
選択されたものと判別するまで、該ステップＳ５及びステップＳ１２を繰り返し実行する
。また、ログオフが指定された場合には、そのまま、この図２に示すフローチャートの各
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ステップの実行を中断して処理を終了する。
【００６４】
このような各部屋の画像は、一般的な家屋の造りを想定してデザインされている。このた
め、ユーザは、自宅の造りと同じ、或いは似た部屋の選択を行うことができる。
【００６５】
なお、上記ジョグダイアル２１は、上記回転操作の他、押圧操作も可能となっている。こ
のため、上記ジョグダイアル２１が押圧操作された際に、表示画面２０に現在表示してい
る部屋をユーザが選択（設定）したものとして、携帯電話機９のＣＰＵが認識するように
してもよい。
【００６６】
次に、ステップＳ６では、ユーザにより所望の部屋が選択されたため、携帯電話機９のＣ
ＰＵが、上記アプリケーションプログラムに基づいて、各アイテムの画像を表示画面２０
に表示する。
【００６７】
図６に、上記表示画面２０に表示される各アイテムの画像の一例を示す。この図６からわ
かるように、上記表示画面２０には、例えばパーソナルコンピュータ装置３０ａ，ステレ
オ装置３０ｂ，ビデオテープレコーダ装置３０ｃ，電話機３０ｄ，スケジュール帳３０ｅ
，スクラップブック３０ｆ，メッセージ機能３０ｇ，番組表３０ｈ，テレビジョン受像機
３０ｉ・・・等の複数のアイテムの画像が表示される。
【００６８】
携帯電話機９のＣＰＵは、図１及び図５に示すジョグダイアル２１の回転操作に応じて、
例えば「パーソナルコンピュータ装置３０ａ」→「ステレオ装置３０ｂ」→「ビデオテー
プレコーダ装置３０ｃ」→「電話機３０ｄ」・・・・の順に表示画面２０に表示するアイ
テムの画像を切り替えて表示する。
【００６９】
ユーザは、このように順次表示されるアイテムの画像の中から、上記選択した部屋に設置
されているアイテム、或いは設置を希望するアイテムを、例えばジョグダイアル２１を押
圧操作することで選択する。
【００７０】
ステップＳ７では、携帯電話機９のＣＰＵが、上記ジョグダイアル２１が押圧操作された
か否かを判別することで、ユーザが希望するアイテムの選択がなされたか否かを判別する
。そして、ユーザにより所望のアイテムが選択されたことを検出すると、このタイミング
で、このフローチャートに示す処理をステップＳ８に進める。
【００７１】
これに対して、ユーザにより所望のアイテムが選択されていない場合、携帯電話機９のＣ
ＰＵは、ステップＳ１３において、ユーザからログオフが指定されたか否かを判別する。
そして、ログオフが指定されていない場合には、上記ステップＳ７において、ユーザによ
り所望のアイテムが選択されたものと判別するまで、該ステップＳ７及びステップＳ１３
を繰り返し実行する。また、ログオフが指定された場合には、そのまま、この図２に示す
フローチャートの各ステップの実行を中断して処理を終了する。
【００７２】
次に、ステップＳ８では、ユーザにより所望のアイテムが選択されたため、携帯電話機９
のＣＰＵは、現在、選択されている「エージェント」，「部屋」及び「アイテム」を示す
仮決定画面を表示画面２０に表示制御する。図７（ａ）は、この仮決定画面の一例である
。
【００７３】
この図７（ａ）の仮決定画面は、ユーザにより「デビルタイプ」のエージェントが選択さ
れ、アイテムとして、現在、パーソナルコンピュータ装置３０ａが選択されていることを
示している。この図７（ａ）からわかるように、携帯電話機９のＣＰＵは、ユーザにより
選択されたエージェントを表示画面２０の左下部分に表示し、選択されたアイテム（この



(10) JP 4078398 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

場合、パーソナルコンピュータ装置３０ａ）を表示画面２０の右下部分に表示する。そし
て、選択された部屋を、エージェント及びアイテムの後ろ側に大きく表示する。このよう
な仮決定画面により、ユーザは、現在、自分が選択している部屋，エージェント及びアイ
テムの確認を行う。
【００７４】
次に、ユーザは、選択したアイテムを部屋内の所望の場所に設置する。例えば、部屋内に
おけるアイテムの設置可能な場所としては、いくつかの設置場所が各アイテム毎に予め定
められている。携帯電話機９のＣＰＵは、上記仮決定画面を表示した状態でジョグダイア
ル２１が回転操作されると、このジョグダイアル２１の回転操作に応じて、上記予め定め
られている設置場所に対して、現在選択中のアイテム（この場合は、パーソナルコンピュ
ータ装置３０ａ）を順次移動表示する。
【００７５】
ユーザは、このようにアイテムが移動表示される設置場所のうち、所望の設置場所にアイ
テムが表示された際に、ジョグダイアル２１を押圧操作する。これにより、携帯電話機９
のＣＰＵは、図７（ｂ）に示すように、この場合に選択されたアイテムであるパーソナル
コンピュータ装置３０ａを、部屋内を浮遊する如く移動表示して、同図（ｃ）に示すよう
に上記選択された設置場所に設置表示する。
【００７６】
なお、この例では、アイテムの設置場所として、いくつかの設置場所が予め定められてい
ることとしたが、これは、任意の設置場所に設置可能としてもよい。この場合、携帯電話
機９のＣＰＵは、アイテムの設置場所を、例えば表示画面のＸＹ座標値や画素値等で記憶
することとなる。
【００７７】
次に、携帯電話機９のＣＰＵは、このように一つのアイテムが配置される毎に、例えば「
アイテムの選択を継続しますか？」等のメッセージを表示する。ステップＳ９では、携帯
電話機９のＣＰＵが、このメッセージに対応してユーザによりアイテムの配置を継続する
操作（継続操作）がなされたか否かを判別する。そして、ユーザにより継続操作がなされ
た場合は、処理をステップＳ７に戻し、上記モバイルサーバ装置１１から送信された各ア
イテムの画像を再度表示して、ユーザに対して所望のアイテムの選択を促し、ユーザによ
りアイテムが選択された際に、このアイテムを部屋内の指定された場所に表示する。
【００７８】
これに対してユーザにより継続操作がなされなかった場合（ユーザにより機器選択の終了
指示がなされた場合）、携帯電話機９は、ユーザにより選択されたエージェント，部屋，
アイテム及びアイテムの設置場所（例えば、Ｘ，Ｙ座標値等）を示す各情報を、当該携帯
電話機９の内部メモリ（或いは外部メモリ等）に記憶すると共に、ユーザにより選択され
た部屋に、該ユーザにより選択されたエージェント及び各アイテムを組み込んだかたちの
画像を形成し、これを決定画面として表示画面２０に表示する。これにより、この図２の
フローチャートに示す全ての処理が終了となる。
【００７９】
前述のように、ユーザにより選択されたエージェントはユーザのアバタ（分身）である。
また、ユーザにより選択された部屋の画像は、ユーザの自宅の部屋と同じ或いは似た造り
となっている。さらに、上記部屋の画像内に設置された各アイテムは、ユーザにより自宅
と同じ場所（或いは所望の場所）に設置されている。このため、ユーザの携帯電話機９の
表示画面２０に表示される画像としては、「仮想的に再現されたユーザの部屋の画像」が
表示されることとなる。
【００８０】
図８（ａ）～（ｃ）に、ユーザにより選択された部屋に対して、該ユーザにより選択され
たエージェント及び各アイテムが組み込まれたかたちの画像の一例を示す。図８（ａ）は
、「居間」の画像である。この「居間」の画像は、ユーザにより選択された天使タイプの
エージェント，テレビジョン受像機３０ｉ，パーソナルコンピュータ装置３０ａ，スクラ
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ップブック３０ｆ及びメッセージ機能３０ｇ等で形成されている。
【００８１】
同様に、図８（ｂ）は、「寝室」の画像である。この「寝室」の画像は、ユーザにより選
択された天使タイプのエージェント，パーソナルコンピュータ装置３０ａ，スケジュール
帳３０ｅ等で形成されている。
【００８２】
同様に、図８（ｃ）は、「納戸」の画像である。この「納戸」の画像は、ユーザにより選
択された天使タイプのエージェント，ステレオ装置３０ｂ及び電話機３０ｄ等で形成され
ている。
【００８３】
なお、この例の場合、寝室及び居間にそれぞれパーソナルコンピュータ装置３０ａが設置
されているが、これは、そのユーザが２台のパーソナルコンピュータ装置３０ａを所有し
ており、これらが、寝室及び居間にそれぞれ設置されていることを示している。
【００８４】
また、図８（ａ）～（ｃ）は、ユーザの自宅に「居間」，「寝室」，「納戸」の３つの部
屋がある場合の例であるが、いわゆるワンルームマンション等のようにユーザの自宅が一
部屋しか無い場合は、上記ユーザの部屋として例えば上記「居間」が選択され、この居間
に、テレビジョン受像機３５やパーソナルコンピュータ装置３０ａ等の各機器の画像が設
置されることとなる。
【００８５】
ユーザは、常日頃生活している自宅の部屋に設置されている各アイテムの設置場所を認識
しているため、このように仮想的にユーザの部屋を再現することにより、ユーザに対して
アイテムの操作を行い易くすることができる。
【００８６】
また、各部屋単位でアイテム等の情報を表示するようになっているため、ユーザインター
フェイスとして限られた表示範囲を有効に利用して多くの情報を表示することができる。
【００８７】
一方、携帯電話機９は、ユーザにより選択されたエージェント，部屋，アイテム及びアイ
テムの設置場所を示す各情報を内部メモリに記憶すると共に、モバイルサーバ装置１１に
送信する。モバイルサーバ装置１１は、これら各情報をデータベース３１に記憶する。
【００８８】
また、モバイルサーバ装置１１は、各アイテムを示す情報のうち、テレビジョン受像機等
の機器を示す情報を、そのユーザの「ユーザＩＤ」及び「パスワード」と共にインターネ
ット４を介してコントロールサーバ装置５に送信する。
【００８９】
コントロールサーバ装置５は、上記機器を示す情報、「ユーザＩＤ」及び「パスワード」
が送信されると、これらの情報をデータベース１９に記憶制御する。そして、この「ユー
ザＩＤ」及び「パスワード」に基づいて、そのユーザの家庭内ネットワーク１７を介して
各機器と通信を行い、ユーザにより選択された各機器の制御コマンドを取得してデータベ
ース１９に記憶する。
【００９０】
なお、この例では、コントロールサーバ装置５がユーザが所有する各機器と通信を行うこ
とで、該各機器毎に制御コマンドを取得することとしたが、これは、コントロールサーバ
装置５が、各機器のメーカのウェブサイトから制御コマンドを取得するようにしてもよい
。また、ユーザが上記携帯電話機９からモバイルサーバ装置１１を介して、或いはパーソ
ナルコンピュータ装置からインターネット４を介してコントロールサーバ装置５に登録す
るようにしてもよい。
【００９１】
また、コントロールサーバ装置５は、ユーザの各機器と、例えば１分間隔、５分間隔、３
０分間隔、１時間間隔等にように、所定時間おきに通信を行うことで、該各機器の動作状
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態を示す動作状態情報を取得してデータベース１９に記憶する。なお、このような動作状
態情報は、各機器が所定時間毎にコントロールサーバ装置５側に送信するようにしてもよ
い。
【００９２】
この「動作状態情報」は、例えば機器がビデオテープレコーダ装置３０ｃであれば、停止
中，再生中，ビデオテープ巻き戻し中，録画中等の情報であり、また、機器がエアコンデ
ィショナ装置であれば、駆動中，停止中，ドライ／冷房／暖房／送風，室温等の情報であ
る。
【００９３】
従って、上記コントロールサーバ装置５のデータベース１９には、各ユーザ毎に「ユーザ
ＩＤ」，「パスワード」，「所有している機器（上記選択された機器を示す情報）」，「
各機器毎のコマンド」及び「各機器の現在の動作状態を示す情報（動作状態情報）」等が
記憶されることとなる。
【００９４】
後に説明するが、このデータベース１９に記憶された上記機器を示す情報や機器のコマン
ドは、ユーザにより自宅の機器の遠隔操作が指定された際に読み出され、家庭内ネットワ
ーク１７を介して、そのユーザの各機器に供給される。これにより、所望の機器の遠隔操
作がなされることとなる。
【００９５】
また、コントロールサーバ装置５は、上記所定時間毎に取得した「動作状態情報」をデー
タベースに上書きすることで、該「動作状態情報」を常時更新している。このため、ユー
ザは、モバイルサーバ装置１１を介してコントロールサーバ装置５にアクセスすることで
、遠隔操作している機器の現在の動作状態を略々リアルタイムで監視可能となっている。
【００９６】
［各種情報処理動作］
次に、このように初期設定が終了すると、以下に説明する各種情報処理が可能となる。具
体的には、初期設定後に、ユーザがモバイルサーバ装置１１にアクセスすると、該モバイ
ルサーバ装置１１がユーザ認証を行うと共に、該モバイルサーバ装置１１からそのユーザ
の携帯電話機９に対して、以下に説明する各種情報処理を可能とするアプリケーションプ
ログラムが送信される。
【００９７】
携帯電話機９のＣＰＵは、このアプリケーションプログラムに基づいて、前述のように初
期設定されたエージェント，部屋及びアイテム等の画像を表示制御する。
【００９８】
［部屋の選択］
具体的には、上記部屋の表示としては、例えば「居間」の画像がデフォルトで表示される
ようになっており、ユーザにより、携帯電話機９の左キー２２Ｌが１回押圧操作されると
「寝室」の画像が表示され、右キー２２Ｒが１回押圧操作されると「納戸」の画像が表示
される等のように、各キー２２Ｒ，２２Ｌの操作に応じて部屋の画像が切り替え表示され
るようになっている。ユーザは、左右キー２２Ｒ，２２Ｌを操作することで、所望のアイ
テムが設置されている部屋を表示画面２０に表示操作する。
【００９９】
［アイテムの選択］
各部屋に設置されたアイテムのうち、選択中のアイテムは、そのアイテムの輪郭がハイラ
イトの線（例えば、高輝度の黄色の線等）で囲まれて表示されると共に、そのハイライト
表示されたアイテムに近接して位置するようにエージェントが移動表示されるようになっ
ている（以下、上記ハイライト表示を「フォーカスをあてる」という。）。携帯電話機９
のＣＰＵは、図１及び図５に示すジョグダイアル２１が回転されると、各アイテムに対し
て順番にフォーカスをあてるように表示制御を行う。
【０１００】
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例えば、図８（ａ）の「居間」の例において、テレビジョン受像機３０ｉがデフォルトで
フォーカスがあてられていたとすると、携帯電話機９のＣＰＵは、ジョグダイアル２１が
回転操作される毎に、テレビジョン受像機３０ｉ→パーソナルコンピュータ装置３０ａ→
メッセージ機能３０ｇ→スクラップブック３０ｆの順に、各アイテムに対してフォーカス
をあてるように表示制御を行う。上記エージェントは、この例の場合、テレビジョン受像
機３０ｉに近接した位置→パーソナルコンピュータ装置３０ａに近接した位置→メッセー
ジ機能３０ｇに近接した位置→スクラップブック３０ｆに近接した位置の順に移動表示さ
れることとなる。
【０１０１】
［補助表示］
また、携帯電話機９のＣＰＵは、フォーカスがあてられているアイテムの機能を補助表示
する。図９（ａ），（ｂ）に、この補助表示の一例を示す。
【０１０２】
図９（ａ）は、パーソナルコンピュータ装置３０ａの補助表示を示している。この図９（
ａ）からわかるように、携帯電話機９のＣＰＵは、パーソナルコンピュータ装置３０ａに
対してフォーカスがあてられると、このパーソナルコンピュータ装置３０ａがタイマ機能
と録画機能が設けられている場合に、例えばタイマ機能が設けられていることを示す時計
の画像３０ａｔと、録画機能が設けられていることを示す録画ボタンの画像３０ａｒとを
補助表示する。
【０１０３】
なお、パーソナルコンピュータ装置３０ａに録画機能が設けられていない場合は、上記タ
イマ機能が設けられていることを示す時計の画像３０ａｔのみ補助表示する。
【０１０４】
同様に、図９（ｂ）は、スケジュール帳３０ｅの補助表示を示している。この図９（ｂ）
からわかるように、携帯電話機９のＣＰＵは、スケジュール帳３０ｅに対してフォーカス
があてられると、このスケジュール帳３０ｅに、例えばタイマ機能が設けられていること
を示す時計の画像３０ｅｔを補助表示する。
【０１０５】
［選択操作］
このようにユーザは、上記左右キー２２Ｒ，２２Ｌを押圧操作して所望の部屋を選択する
と共に、上記ジョグダイアル２１を回転操作して所望のアイテムを選択する。そして、所
望のアイテムに対してフォーカスがあたった際に、押圧操作可能となっているジョグダイ
アル２１を押圧操作する。
【０１０６】
携帯電話機９のＣＰＵは、ジョグダイアル２１が押圧操作されると、当該ジョグダイアル
２１が押圧操作された時点でフォーカスがあたっているアイテムをユーザが選択したもの
と認識する。そして、選択されたアイテムに対応する操作用画面（ユーザインターフェイ
ス：ＵＩ）を表示画面２０に表示制御して、以後、ユーザの操作に対応するように上記ア
プリケーションプログラムに基づいて動作することで、ユーザにより指定された情報処理
を実行する。
【０１０７】
以下、具体例を掲げて各情報処理動作を説明する。
【０１０８】
［予約設定／機器操作処理］
まず、図１０（ａ），（ｂ）は、アイテムとして例えばパーソナルコンピュータ装置３０
ａ等の予約設定／機器操作アイテムが選択された場合に表示されるユーザインターフェイ
スの一例である。このうち、図１０（ａ）がユーザが手入力で各データの入力を行う手入
力画面、図１０（ｂ）が設定済みリストのリスト表示画面である。
【０１０９】
図１０（ａ）に示す手入力画面としては、予約する「年月日」，「開始時刻」，「終了時
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刻」，「タイトル」及び「チャンネル」等の各入力項目が表示されると共に、入力された
各項目の決定を指示する決定ボタン３８が表示される。ユーザは、携帯電話機９の操作キ
ーを操作して、これら各入力項目に対して所望のデータを手入力し、上記決定ボタン３８
を操作する。これにより、後に説明するように、遠隔操作により、選択された機器に対す
る録画予約や動作予約等の予約設定がなされる。
【０１１０】
また、この手入力画面には、表示画面２０の画面左下部分にエージェントの頭の画像ｅｈ
が１／４程表示される。このエージェントの頭の画像ｅｈは、該エージェントの頭を後ろ
から見たかたちで表示される。これにより、表示画面２０全体を見ているユーザに対して
、エージェントが手入力画面を見ているかたちの、見た目に面白い画像を提供することが
できる。
【０１１１】
また、この手入力画面の下領域には、図５を用いて説明したジョグダイアル２１の画像２
１ｇ，左キー２２Ｌの画像２２Ｌｇ，右キー２２Ｒの画像２２Ｒｇ，左ソフトキー２３Ｌ
の画像２３Ｌｇ及び右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇがそれぞれ表示されると共に、左
ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇ上に「戻る」の文字が、また、右ソフトキー２３Ｒの画
像２３Ｒｇ上に「置く」の文字がそれぞれ表示される。
【０１１２】
これは、左ソフトキー２３Ｌを押圧操作すると、表示画面が、その予約設定／機器操作ア
イテムが設置された部屋の画像に切り替わることを示している。
【０１１３】
また、右ソフトキー２３Ｒを押圧操作すると、現在保持しているデータを、手入力画面の
各項目に貼り付け処理（＝置く）することを示している。
【０１１４】
具体的には、携帯電話機９のＣＰＵは、ユーザにより、例えば電子番組表から所望の番組
が選択され、その所望の番組のデータの保持（＝持つ）が指示されると、この所望の番組
のデータである、「放送年月日」，「放送開始時刻」，「放送終了時刻」，「番組タイト
ル」及び「放送チャンネル」等の各データを一時的に記憶制御する。
【０１１５】
この記憶制御の際、携帯電話機９のＣＰＵは、部屋に設置されている電子番組表の近くに
エージェントが歩いて行き、該エージェントが両手で電子番組表から光の玉を取り上げる
（持つ）アニメーション画像を表示画面２０に表示制御する。この場合、エージェントが
取り上げた光の玉は、ユーザにより「持つ」ことが指示された所望の番組のデータを示し
ている。このため、このようなアニメーション画像を表示することにより、ユーザにより
指示された「持つ」という処理を携帯電話機９側が実行していることを、ユーザに対して
視覚的かつ感覚的に認識させることができる。
【０１１６】
次に、携帯電話機９は、上記「置く」が指示された場合、上記手入力画面の「年月日」，
「開始時刻」，「終了時刻」，「タイトル」及び「チャンネル」に対して、「放送年月日
」，「放送開始時刻」，「放送終了時刻」，「番組タイトル」及び「放送チャンネル」の
各データをそれぞれ貼り付ける処理を行う。
【０１１７】
前述のように、当該システムで取り扱われる各情報は、ＸＭＬフォーマットに基づいて表
記されている。このため、このように電子番組表から取得したデータを、予約録画の手入
力画面に貼り付け処理する等のように、各情報処理間（異なるシステム間）においてシー
ムレスにデータを取り扱うことを可能とすることができる。
【０１１８】
この貼り付け処理の際、携帯電話機９のＣＰＵは、部屋に設置されているパーソナルコン
ピュータ装置の近くにエージェントが歩いて行き、このパーソナルコンピュータ装置に対
して、該エージェントが両手で光の玉を置くようなアニメーション画像を表示画面２０に
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表示制御する。前述のように、エージェントが取り上げた光の玉は、ユーザにより「持つ
」ことが指示された所望の番組のデータを示す。このため、このようなアニメーション画
像を表示することにより、ユーザにより指示された「置く」という処理を携帯電話機９側
が実行していることを、ユーザに対して視覚的かつ感覚的に認識させることができる。
【０１１９】
なお、このようにエージェントが所定のアイテムから光の玉を取り上げ、指示されたアイ
テムに置くようなアニメーション表示は、他のアイテム間においても実行される。
【０１２０】
次に、上記手入力画面には、ユーザが設定済みリストの表示を指定する設定済みリスト表
示指定ボタン３５が表示される。ユーザは、設定済みリストの表示を指定する際に、この
ボタン３５を操作する。これにより、表示画面２０に、図１０（ｂ）に示す設定済みリス
トのリスト表示画面が表示される。
【０１２１】
図１０（ｂ）に示すリスト表示画面としては、上記エージェントの頭の画像ｅｈの他、例
えば１９：００～２１：００、２１：００～２３：００等の所定の時間帯に分割されて、
設定済みリストがそれぞれ表示される。携帯電話機９のＣＰＵは、上記ジョグダイアル２
１の回転操作を検出すると、この回転方向と回転量に応じて、表示する設定済みリストを
スクロール表示する。
【０１２２】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、デフォルトで当日（今日）の設定済みリストを表示制御
するのであるが、左キー２２Ｌが１回押圧操作される毎に前日→前々日…等のように過去
の設定済みリストを表示制御し、右キー２２Ｒが１回押圧操作される毎に翌日→翌々日…
等のように、当日以降の設定済みリストを表示制御する。
【０１２３】
このため、ユーザは、ジョグダイアル２１を回転操作することで、この表示される設定済
みリストをスクロールさせて当日の設定済みリストを確認し、左右キー２２Ｌ，２２Ｒを
押圧操作して過去或いは当日以降の設定済みリストを確認することとなる。
【０１２４】
なお、このリスト表示画面の下領域には、ジョグダイアル２１の画像２１ｇと共に「修正
」の文字が表示される。これは、ジョグダイアル２１を押圧操作することで、設定済みリ
ストを修正することができることを示している。
【０１２５】
また、右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「持つ」の文字が表示される。これは、
右ソフトキー２３Ｒを押圧操作すると、選択した設定済みリストが携帯電話機９のＣＰＵ
により一時的に保持（＝持つ）されることを示している。ユーザは、この保持した設定済
みリスト（＝時間設定情報）を、例えばテレビジョン受像機３０ｉやステレオ装置３０ｂ
等の遠隔操作に用いたり、スケジュール帳３０ｅにスケジュールとして貼り付けたりして
利用することとなる。
【０１２６】
また、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」の文字が表示される。これは、
左ソフトキー２３Ｌを押圧操作すると、図１０（ａ）に示す手入力画面に表示画面が切り
替わることを示している。
【０１２７】
次に、図１１のフローチャートに、このような予約設定／機器操作アイテムが選択された
場合における、携帯電話機９のＣＰＵの情報処理動作の流れを示す。
【０１２８】
この図１１に示すフローチャートにおいて、まず、ステップＳ２１では、携帯電話機９の
ＣＰＵが、ユーザにより、上記パーソナルコンピュータ装置３０ａ等の予約設定／機器操
作アイテムが選択されたか否かを判別し、該予約設定／機器操作アイテムの選択を検出し
たタイミングで、当該情報処理行程をステップＳ２２に進める。
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【０１２９】
ステップＳ２２では、携帯電話機９のＣＰＵが、表示画面２０に対して、図１０（ａ）に
示すユーザインターフェイスを表示制御する。ユーザは、このユーザインターフェイスに
対して、前述のように予約設定を行う「年月日」や「録画開始時刻」等を入力することと
なる。
【０１３０】
次に携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ２３，ステップＳ２５及びステップＳ２８にお
いて、キーの操作状況を監視する。
【０１３１】
具体的には、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ２３において、上記左ソフトキー２３
Ｌが押圧操作されたか否かを判別することで、表示画面２０を前画面に「戻す」ことが指
定されたか否かを判別する。
【０１３２】
携帯電話機９のＣＰＵは、上記左ソフトキー２３Ｌの押圧操作を検出した場合、ステップ
Ｓ２４において、その予約設定／機器操作アイテムが設置された部屋の画像に表示画面を
切り替え制御する。
【０１３３】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ２５において、上記決定ボタン３８が操作さ
れたか否かを判別することで、予約設定が指示されたか否かを判別する。
【０１３４】
携帯電話機９のＣＰＵは、決定ボタン３８の操作を検出した場合、ステップＳ２６におい
て、ユーザにより入力された「年月日」，「開始時刻」，「終了時刻」，「タイトル」，
「チャンネル」，「機器を特定するための情報」等の各情報をモバイルサーバ装置１１に
送信する。
【０１３５】
モバイルサーバ装置１１は、この送信された各情報を、例えばユーザＩＤやユーザの契約
者番号等の、そのユーザを特定するための情報（ユーザ特定情報）と共に、コントロール
サーバ装置５に転送する。
【０１３６】
コントロールサーバ装置５は、上記ユーザを特定するための情報に基づいてユーザを特定
すると共に、上記「機器を特定するための情報」に基づいてデータベース１９に記憶され
ている、そのユーザの、予約設定を希望する機器用のコマンドを読み出す。そして、この
コマンドを、そのユーザの家庭内ネットワーク１７を介して、対応する機器に送信する。
これにより、所望の機器に対して遠隔操作により予約設定を行うことができる。
【０１３７】
コントロールサーバ装置５は、この予約設定処理が終了すると、該予約設定処理の終了を
示す情報（終了情報）をモバイルサーバ装置１１に送信する。モバイルサーバ装置１１は
、この終了情報をユーザの携帯電話機９に転送する。
【０１３８】
携帯電話機９のＣＰＵは、この終了情報を受信すると、ステップＳ２７において、エージ
ェントを表示すると共に、例えば「予約設定が終了しました」等の予約設定終了のメッセ
ージを表示する。
【０１３９】
このような表示制御を行うことで、ユーザに対して、あたかもエージェントがユーザの代
理で予約設定を行っているように見せることができ、非常に面白味のあるユーザインター
フェイスを提供することができる。
【０１４０】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ２８において、上記設定済みリスト表示指定
ボタン３５が操作されたか否かを判別することで、設定済みリストの表示が指示されたか
否かを判別する。
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【０１４１】
携帯電話機９のＣＰＵは、設定済みリスト表示指定ボタン３５の操作を検出すると、この
設定済みリストの表示指定がなされたことを示す情報をモバイルサーバ装置１１に送信す
る。モバイルサーバ装置１１は、この情報を、上記ユーザ特定情報と共にデコレーション
サーバ装置６に転送する。
【０１４２】
デコレーションサーバ装置６は、設定済みリストの表示指定がなされたことを示す情報を
受信すると、データベース８に記憶されている、そのユーザの設定済みリストを読み出し
、これをモバイルサーバ装置１１に送信する。モバイルサーバ装置１１は、この設定済み
リストをユーザの携帯電話機９に転送する。
【０１４３】
これにより、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ２９において、図１０（ｂ）に示すよ
うな設定済みリストを表示画面２０に表示制御する。
【０１４４】
なお、携帯電話機９のＣＰＵは、この設定済みリストを表示している間、ステップＳ３０
において、左ソフトキー２３Ｌが押圧操作されたか否かを判別することで、ユーザにより
表示画面２０を前画面に「戻す」ことが指定されたか否かを判別する。また、ステップＳ
３１において、右ソフトキー２３Ｒが押圧操作されたか否かを判別することで、ユーザに
より選択された設定リストを一時的に記憶（持つ）することが指定されたか否かを判別す
る。
【０１４５】
携帯電話機９のＣＰＵは、左ソフトキー２３Ｌの押圧操作を検出すると、図１０（ａ）の
手入力画面に表示画面２０を切り替え制御する。また、右ソフトキー２３Ｒの押圧操作を
検出すると、ユーザにより選択された設定リストを一時的に記憶制御する（持つ）。
【０１４６】
この一時的に記憶制御された設定リストは、時間を指定する情報であるため、例えばスケ
ジュール帳や他の機器の予約設定等に、各情報処理間でシームレスに用いられることとな
る。
【０１４７】
図１２のフローチャートは、この一時的に保持された情報を用いて他の機器の予約設定を
行う流れを示している。この図１２のフローチャートにおいて、前述のように一時的に記
憶制御された設定リスト等の情報が保持されている場合、ステップＳ４１を介してステッ
プＳ４２に処理行程が進む。
【０１４８】
前述のように、初期設定後の初期画面としては、図８（ａ）～（ｃ）に示す各部屋の画像
が表示されている。ステップＳ４２では、携帯電話機９のＣＰＵが、この部屋に設置され
ているアイテムの中から所望のアイテムが選択されたか否か（いずれかのアイテムに上記
フォーカスが当たったか否か）を判別する。そして、フォーカスが当てられたことを検出
した際に、ステップＳ４３において、そのフォーカスが当てられたアイテムの手入力画面
を表示すると共に、例えば図１０（ａ）に示すようにこの手入力画面の下領域に、右ソフ
トキー２３Ｒの画像２３Ｒｇ及び「置く」の文字を表示する。
【０１４９】
次に携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ４４において、上記右ソフトキー２３Ｒが押圧
操作され、上記一時的に保持された情報の張り付け処理（置く）が指定されたか否かを判
別する。
【０１５０】
右ソフトキー２３Ｒの押圧操作を検出すると、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ４５
において、現在、一時的に保持されている情報は、ユーザにより選択されたアイテムに対
して必要なデータ条件を満たしているか否かを判別する。そして、必要なデータ条件を満
たしていると判別した場合、一時的に保持されている情報を手入力画面に張り付け処理す
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る。
【０１５１】
携帯電話機９のＣＰＵは、この張り付け処理の後、上記図１１のフローチャートのステッ
プＳ２５で、決定ボタン３８の操作を検出したタイミングで、当該図１２のフローチャー
トのステップＳ４６（＝図１１のステップＳ２６）において、ユーザにより選択された機
器に対して予約設定を行うと共に、ステップＳ４７（＝図１１のステップＳ２７）におい
て、エージェントを介して予約設定の終了をユーザに通知する。
【０１５２】
なお、図１０（ａ），（ｂ）に図示はしていないが、一時的に保持された情報が存在する
場合、携帯電話機９のＣＰＵは、上記「置く」のボタンと共に、その一時的に保持された
情報の使用を指示するための「使う」のボタンを表示する。この図１２のフローチャート
のステップＳ４８では、携帯電話機９のＣＰＵが、ユーザにより、一時的に保持された情
報の使用（使う）が指示されたか否かを判別しており、該使用が指示されたタイミングで
、図１１のフローチャートのステップＳ２１へ、その処理動作を移行し、前述のステップ
Ｓ２１～ステップＳ３２のルーチンを実行する。
【０１５３】
［情報取得／表示処理］
次に、図１３（ａ），（ｂ）は、アイテムとして電子番組表等の情報アイテムが選択され
た場合に表示されるユーザインターフェイスの一例である。このうち、図１３（ａ）がユ
ーザが手入力で所望のチャンネルの入力を行う手入力画面、図１３（ｂ）がユーザにより
選択されたチャンネルの番組表の表示画面である。
【０１５４】
図１３（ａ）に示す手入力画面としては、上記エージェントの頭の画像ｅｈと共に、所望
のチャンネルの入力領域、及び入力したチャンネルの番組表の表示を指定するための決定
ボタン３６が表示される。また、この手入力画面の下領域には、ジョグダイアル２１の画
像２１ｇと共に「入力」の文字が表示され、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「
戻る」の文字が表示される。
【０１５５】
この場合、携帯電話機９のＣＰＵは、左ソフトキー２３Ｌ（戻る）の押圧操作を検出する
と、電子番組表が設置されている部屋の画像に表示画面を切り替え制御する。
【０１５６】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、ジョグダイアル２１の回転操作を検出すると、このジョ
グダイアル２１の回転方向及び回転量に応じて、上記チャンネルの入力領域に表示するチ
ャンネル番号を、例えば「１」→「３」→「４」→「６」…等のように、順次、切り替え
て表示する。
【０１５７】
ユーザは、ジョグダイアル２１を回転操作することで、上記チャンネルの入力領域に所望
のチャンネル番号を表示し、上記決定ボタン３６を操作する。携帯電話機９のＣＰＵは、
この決定ボタン３６が操作されたことを検出すると、図１３（ｂ）に示すユーザにより選
択されたチャンネルの番組表の表示画面を表示する。
【０１５８】
この　図１３（ｂ）に示す番組表の表示画面としては、上記エージェントの頭の画像ｅｈ
が表示される他、ユーザにより選択されたチャンネル番号の文字（この例の場合、８ｃｈ
）と、ユーザにより選択されたチャンネル番号に対応する番組表が表示される。
【０１５９】
この番組表は、デフォルトで、例えば当日（今日）の番組表が表示されるようになってお
り、１９：００～２１：００、２１：００～２３：００等のように、所定の時間帯毎に表
示されるようになっている。この時間帯毎の番組表は、ジョグダイアル２１を回転操作す
ることでスクロール表示される。
【０１６０】
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また、携帯電話機９のＣＰＵは、デフォルトで当日の番組表を表示制御するのであるが、
左キー２２Ｌが１回押圧操作される毎に前日→前々日…等のように過去の番組表を表示制
御し、右キー２２Ｒが１回押圧操作される毎に翌日→翌々日…等のように、当日以降の番
組表を表示制御する。
【０１６１】
このため、ユーザは、ジョグダイアル２１を回転操作することで、この表示される番組表
をスクロールさせて当日の番組表を確認し、左右キー２２Ｌ，２２Ｒを押圧操作して、過
去或いは当日以降の番組表を確認することとなる。
【０１６２】
なお、携帯電話機９のＣＰＵは、この図１３（ｂ）に示す番組表の表示画面の下領域に、
上記ジョグダイアル２１の画像２１ｇ及び左右キー２２Ｌ，２２Ｒの各画像２２Ｌｇ，２
２Ｒｇを表示制御すると共に、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」の文字
を、また、右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「持つ」の文字を表示制御する。
【０１６３】
携帯電話機９のＣＰＵは、上記左ソフトキー２３Ｌ（戻る）の押圧操作を検出すると、表
示画面を、図１３（ａ）に示す所望のチャンネルの入力画面に切り替え表示制御する。
【０１６４】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、右ソフトキー２３Ｒ（持つ）の押圧操作を検出すると、
ユーザにより選択された番組表のデータである、例えば「放送年月日」，「放送開始時刻
」，「放送終了時刻」，「番組タイトル」及び「放送チャンネル」等の各データを一時的
に記憶制御する。この一時的に記憶された各データは、前述のように予約録画入力や、ス
ケジュール等にシームレスに用いられることとなる。
【０１６５】
次に、図１４のフローチャートに、このような情報アイテムが選択された場合における、
携帯電話機９のＣＰＵの情報処理動作の流れを示す。
【０１６６】
この図１４に示すフローチャートにおいて、まず、ステップＳ５１では、携帯電話機９の
ＣＰＵが、ユーザにより、上記電子番組表等の情報アイテムが選択されたか否かを判別し
、該情報アイテムの選択を検出したタイミングで、当該情報処理行程をステップＳ５２に
進める。
【０１６７】
ステップＳ５２では、携帯電話機９のＣＰＵが、モバイルサーバ装置１１にアクセスして
、ユーザにより選択された情報アイテムに対応する情報を取得する。
【０１６８】
なお、上記情報の取得の際に、所定の情報の入力が必要となる場合、携帯電話機９のＣＰ
Ｕは、その情報の入力画面を表示画面２０に表示制御する。そして、この入力画面に対す
る入力を待って、上記モバイルサーバ装置１１に対してアクセスを図り、上記電子番組表
等の情報を取得する。
【０１６９】
具体的には、図１に示すコミュニケーションサーバ装置７は、インターネット４上の所定
の各サイトにアクセスすることで、例えばニュース，天気予報，占い情報，電子番組表等
の各情報を常時取得している。コミュニケーションサーバ装置７は、この取得した情報を
データベース１８に記憶しておき、上記携帯電話機９等のモバイル機器以外の端末装置（
例えばパーソナルコンピュータ装置等）からアクセスがあった際に、これら各情報を提供
する。
【０１７０】
また、コミュニケーションサーバ装置７は、モバイル機器のために、上記各情報をモバイ
ルサーバ装置１１に送信する。
【０１７１】
ここで、上記インターネット４上の各サイトから取得された各情報は、主にパーソナルコ
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ンピュータ装置等の情報処理能力の高いクライアント端末装置を想定して形成されている
ため、この情報をそのまま携帯電話機９等のモバイル機器に転送すると、携帯電話機９内
において、転送された情報の処理が滞るおそれがある。
【０１７２】
このため、モバイルサーバ装置１１は、上記コミュニケーションサーバ装置７から転送さ
れたパーソナルコンピュータ装置用の各情報の情報量を、例えば画像を省略し、或いは画
像の情報量を間引き処理し、不要なデータ削除することで、モバイル機器用の情報量に削
減して、データベース３１に記憶しておく。そして、ユーザの携帯電話機９等のモバイル
機器からアクセスがあった際に、この軽量化した情報を送信する。これにより、インター
ネット４上のサイトから取得したパーソナルコンピュータ装置用の情報を、モバイル機器
でも利用可能とすることができる。
【０１７３】
なお、このような情報量の削減は、モバイルサーバ装置１１が、コントロールサーバ装置
５やデコレーションサーバ装置６、或いはコミュニケーションサーバ装置７にアップロー
ドされたパーソナルコンピュータ装置用の情報を携帯電話機９等のモバイル機器で閲覧可
能とするために行うものである。
【０１７４】
このため、クライアント端末装置が、携帯電話機９等のモバイル機器よりも情報処理能力
の高いパーソナルコンピュータ装置等である場合には、各情報は情報量が削減されること
なく該クライアント端末装置に送信される。
【０１７５】
これにより、クライアント端末装置には、同様の情報でも携帯電話機９で表示するよりも
詳細な表示がなされることとなる。
【０１７６】
次に、携帯電話機９のＣＰＵは、この電子番組表等の情報を表示した際に、図１３（ｂ）
に示すように、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」の文字を、また、右ソ
フトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「持つ」の文字を表示制御する。
【０１７７】
携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ５３において、上記左ソフトキー２３Ｌ（戻る）の
押圧操作を検出すると、ステップＳ５４において、図１３（ａ）に示す所望のチャンネル
の入力画面に表示画面２０を切り替え表示制御する。
【０１７８】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ５５において、右ソフトキー２３Ｒ（持つ）
の押圧操作を検出すると、ユーザにより選択された、例えば電子番組表の、例えば「放送
年月日」，「放送開始時刻」，「放送終了時刻」，「番組タイトル」及び「放送チャンネ
ル」等の各データを一時的に記憶制御する。この一時的に記憶された各データは、前述の
ように予約録画入力や、スケジュール設定等にシームレスに用いられることとなる。
【０１７９】
次に、このように情報の取得は、ユーザが情報アイテムを選択したタイミングで取得でき
るのであるが、指定した時間に情報を取得するように設定することも可能となっている。
【０１８０】
図１５は、ユーザにより情報を取得する時間が設定されている場合の、情報取得処理の流
れを示すフローチャートである。
【０１８１】
この図１５において、ステップＳ６１では、携帯電話機９のＣＰＵが、ユーザにより設定
されている情報の取得時刻となったか否かを、内蔵されているタイマで計時した現在時刻
に基づいて判別する。
【０１８２】
そして、ユーザにより設定されている情報の取得時刻となった際に、自立的に動作して、
上記モバイルサーバ装置１１に対してアクセスを図り、上記情報の取得を行う。
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【０１８３】
これにより、情報の取得時刻の設定に応じて、定期的或いは単発的、かつ、自動的に情報
の取得を行うことができる。
【０１８４】
［タイマ機能を有するアイテムの予約設定／機器操作処理］
次に、図１６（ａ），（ｂ）は、タイマ機能を有するテレビジョン受像機３０ｉやステレ
オ装置３０ｂ等のアイテムが選択された場合に表示されるユーザインターフェイスの一例
である。このうち、図１６（ａ）がユーザが手入力でタイマ設定入力を行う手入力画面、
図１６（ｂ）がユーザにより設定されたタイマリストを表示する表示画面である。
【０１８５】
図１６（ａ）に示す手入力画面としては、上記エージェントの頭の画像ｅｈと共に、機器
の即時操作の指示を行うための、「今すぐ操作」の文字と、機器の電源のオン操作を指定
するために「ＯＮボタン３７ａ」と、機器の電源のオフ操作を指定するために「ＯＦＦボ
タン３７ｂ」とが表示される。
【０１８６】
また、この手入力画面としては、「動作開始年月日」，「動作開始時刻」，「動作終了時
刻」，「指定チャンネル」の入力領域、入力した各項目の確定を指定するための「決定ボ
タン３８」、及び設定済みのタイマリストの表示を指定するための「リスト表示ボタン３
９」が表示される。
【０１８７】
さらに、この手入力画面の下領域には、ジョグダイアル２１の画像２１ｇと共に「入力」
の文字が表示され、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」の文字が表示され
、右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「置く」の文字が表示される。
【０１８８】
ユーザは、所望の機器を直ぐに起動させたい場合、上記表示画面２０に表示されているＯ
Ｎボタン３７ａを操作する。携帯電話機９のＣＰＵは、このＯＮボタン３７ａの操作を検
出すると、モバイルサーバ装置１１に対して、機器を特定するための情報と、電源のオン
操作を示す情報と、選局する所望のチャンネルを示す情報等をモバイルサーバ装置１１に
送信する。モバイルサーバ装置１１は、これら各情報を、そのユーザのユーザＩＤ等と共
にコントロールサーバ装置５に転送する。コントロールサーバ装置５は、ユーザＩＤ等に
基づいてユーザ認証を行う。そして、上記機器を特定するための情報に基づいて、その機
器の電源のオン操作を指示するコマンドをデータベース１９から読み出すと共に、上記選
局する所望のチャンネルを示す情報に基づいて、該チャンネルを選局するためのコマンド
をデータベース１９から読み出し、これらを認証されたユーザの家庭内ネットワーク１７
を介して該当する機器に供給する。これにより、所望の機器が遠隔操作により即時的にオ
ン操作されることとなる。
【０１８９】
これに対して、所望の機器を直ぐにオフ操作したい場合、ユーザは、ＯＦＦボタン３７ｂ
を操作する。携帯電話機９のＣＰＵは、このＯＦＦボタン３７ｂの操作を検出すると、モ
バイルサーバ装置１１に対して、機器を特定するための情報と、電源のオフ操作を示す情
報等をモバイルサーバ装置１１に送信する。モバイルサーバ装置１１は、これら各情報を
、そのユーザのユーザＩＤ等と共にコントロールサーバ装置５に転送する。コントロール
サーバ装置５は、ユーザＩＤ等に基づいてユーザ認証を行う。そして、上記機器を特定す
るための情報に基づいて、その機器の電源のオフ操作を指示するコマンドをデータベース
１９から読み出し、これを認証されたユーザの家庭内ネットワーク１７を介して該当する
機器に供給する。これにより、所望の機器が遠隔操作により即時的にオフ操作されること
となる。
【０１９０】
手入力画面に、タイマ設定を手入力する場合は、ユーザは、ジョグダイアル２１を回転操
作及び押圧操作して該手入力を行う。具体的には、この手入力画面が表示されている状態
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で、最初にジョグダイアル２１が押圧操作されると、携帯電話機９のＣＰＵは、「年」の
入力モードとなる。この「年」の入力モード時にジョグダイアル２１が上方向に回転操作
されると、ＣＰＵは、例えば２００２年→２００３年→２００４年→２００５年…等のよ
うに、設定する年を１年ずつ加算するかたちで順次表示制御する。なお、ジョグダイアル
２１が例えば下方向に回転操作されると、ＣＰＵは、例えば２００５年→２００４年→２
００３年→２００２年…等のように、設定する年を１年ずつ減算するかたちで順次表示制
御する。
【０１９１】
ユーザは、ジョグダイアル２１を回転操作して所望の設定年を表示操作する。そして、所
望の設定年が表示された際に、ジョグダイアル２１を押圧操作する。ＣＰＵは、この押圧
操作を検出すると、現在表示している設定年を一時的に記憶制御すると共に、当該「年」
の入力モードから「月」の入力モードに移行する。
【０１９２】
この「月」の入力モード時にジョグダイアル２１が上方向に回転操作されると、ＣＰＵは
、例えば１月→２月→３月→４月…等のように、設定する月を１月ずつ加算するかたちで
順次表示制御する。なお、ジョグダイアル２１が下方向に回転操作されると、ＣＰＵは、
例えば４月→３月→２月→１月…等のように、設定する月を１月ずつ減算するかたちで順
次表示制御する。
【０１９３】
ユーザは、ジョグダイアル２１を回転操作して所望の設定月を表示操作する。そして、所
望の設定月が表示された際に、ジョグダイアル２１を押圧操作する。ＣＰＵは、この押圧
操作を検出すると、現在表示している設定月を一時的に記憶制御すると共に、当該「月」
の入力モードから「日」の入力モードに移行する。
【０１９４】
この「日」の入力モード時にジョグダイアル２１が上方向に回転操作されると、ＣＰＵは
、例えば１日→２日→３日→４日…等のように、設定する日を１日ずつ加算するかたちで
順次表示制御する。なお、ジョグダイアル２１が下方向に回転操作されると、ＣＰＵは、
例えば３１日→３０日→２９日→２８日…等のように、設定する日を１日ずつ減算するか
たちで順次表示制御する。
【０１９５】
ユーザは、ジョグダイアル２１を回転操作して所望の設定日を表示操作する。そして、所
望の設定日が表示された際に、ジョグダイアル２１を押圧操作する。ＣＰＵは、この押圧
操作を検出すると、現在表示している設定日を一時的に記憶制御すると共に、当該「日」
の入力モードから「開始時刻（時）」の入力モードに移行する。
【０１９６】
この「開始時刻（時）」の入力モード時にジョグダイアル２１が上方向に回転操作される
と、ＣＰＵは、例えば０時→１時→２時→３時…等のように、設定する開始時刻（時）を
１時間ずつ加算するかたちで順次表示制御する。なお、ジョグダイアル２１が下方向に回
転操作されると、ＣＰＵは、例えば２４時→２３時→２２時→２１時…等のように、設定
する開始時刻（時）を１時間ずつ減算するかたちで順次表示制御する。
【０１９７】
ユーザは、ジョグダイアル２１を回転操作して所望の開始時刻（時）を表示操作する。そ
して、所望の開始時刻（時）が表示された際に、ジョグダイアル２１を押圧操作する。Ｃ
ＰＵは、この押圧操作を検出すると、現在表示している開始時刻（時）を一時的に記憶制
御すると共に、当該「開始時刻（時）」の入力モードから「開始時刻（分）」の入力モー
ドに移行する。
【０１９８】
ユーザは、このようにジョグダイアル２１を回転操作及び押圧操作して、「年月日」，「
開始時刻」，「終了時刻」及び「チャンネル」を手入力してタイマ設定を行い、当該入力
が終了した際に、決定ボタン３８を操作する。携帯電話機９のＣＰＵは、決定ボタン３８
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の操作を検出すると、入力されたタイマ設定情報を記憶制御すると共に、該タイマ設定情
報及びタイマ設定された機器を特定するための情報等をモバイルサーバ装置１１に送信す
る。モバイルサーバ装置１１は、これら各情報を、そのユーザのユーザＩＤ等と共にコン
トロールサーバ装置５に転送する。コントロールサーバ装置５は、ユーザＩＤ等に基づい
てユーザ認証を行う。そして、上記機器を特定するための情報に基づいて、その機器のタ
イマ設定を指示するコマンドをデータベース１９から読み出し、これを認証されたユーザ
の家庭内ネットワーク１７を介して該当する機器に供給する。これにより、所望の機器が
遠隔操作によりタイマ設定されることとなる。
【０１９９】
なお、上記番組表に基づいてタイマ設定を行う場合、ユーザは、前述のように番組表から
所望のチャンネルのデータを保持し、右ソフトキー２３Ｒ（置く）を押圧操作する。これ
により、記憶（保持）されている「放送年月日」，「放送開始時刻」，「放送終了時刻」
及び「放送チャンネル」の各データが、この手入力画面における「動作開始年月日」，「
動作開始時刻」，「動作終了時刻」，「指定チャンネル」の各入力領域にそれぞれ貼り付
け処理する。これにより、番組表のデータを遠隔操作に対してシームレスに用いることが
できる。
【０２００】
次に、ユーザは、設定済みのタイマリストを確認したい場合、リスト表示ボタン３９を操
作する。このリスト表示ボタン３９の操作を検出すると、携帯電話機９のＣＰＵは、図１
６（ｂ）に示すタイマリストを表示制御する。
【０２０１】
具体的には、このタイマリストの表示画面としては、上記エージェントの頭の画像ｅｈと
共に、例えば８：００～１０：００、１０：００～１２：００等のように所定の時間帯毎
に設定済みのタイマリストが表示される。
【０２０２】
また、このタイマリストの表示画面の下領域には、ジョグダイアル２１の画像２１ｇと共
に「修正」の文字が表示され、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」の文字
が表示され、また、右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「持つ」の文字が表示され
る。
【０２０３】
このタイマリストは、ユーザによりジョグダイアル２１が回転操作されるとスクロール表
示されるようになっている。また、このタイマリストは、デフォルトで例えば当日の設定
済みのタイマリストが表示されるのであるが、ユーザにより、左キー２２Ｌが１回押圧操
作される毎に、当日→前日→前々日…等のように過去の設定済みのタイマリストが表示さ
れ、また、右キー２２Ｒが１回押圧操作される毎に、当日→翌日→翌々日…等のように当
日以降の設定済みのタイマリストが表示される。ユーザは、ジョグダイアル２１を回転操
作し、或いは左右キー２２Ｌ，２２Ｒを押圧操作することで、タイマリストの確認を行う
。
【０２０４】
ユーザは、タイマリストの修正を行う場合、修正を行うタイマリストを選択してジョグダ
イアル２１を押圧操作する。ジョグダイアル２１の押圧操作を検出すると、携帯電話機９
のＣＰＵは、表示画面を図１６（ａ）の手入力画面に戻し、現在設定されているタイマリ
ストを表示する。ユーザは、この表示されたタイマリストの修正個所の数値を、前述と同
様に手入力で変更することで修正を行う。
【０２０５】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、右ソフトキー２３Ｒ（持つ）の押圧操作を検出すると、
ユーザにより選択された設定済みのタイマリストである、例えば「動作開始年月日」，「
動作開始時刻」，「動作終了時刻」，「指定チャンネル」等の各データを一時的に記憶制
御する。この一時的に記憶された各データは、前述のように予約録画入力や、スケジュー
ル帳等にシームレスに用いられることとなる。
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【０２０６】
［情報管理処理］
次に、図１７（ａ），（ｂ）は、スケジュール帳３０ｅ等の情報管理アイテムが選択され
た場合に表示されるユーザインターフェイスの一例である。このうち、図１７（ａ）がユ
ーザが手入力でスケジュール入力（記帳）を行う手入力画面、図１７（ｂ）が記帳済みの
スケジュールを表示する表示画面である。
【０２０７】
図１７（ａ）に示す手入力画面としては、上記エージェントの頭の画像ｅｈと共に、「ス
ケジュール年月日」，「スケジュール開始時刻」，「スケジュール終了時刻」，「スケジ
ュールタイトル」，「スケジュール内容（詳細）」の入力領域、及び設定済みのスケジュ
ールリストの表示を指定するための「設定済みリスト表示ボタン４０」が表示される。
【０２０８】
さらに、この手入力画面の下領域には、ジョグダイアル２１の画像２１ｇと共に「入力」
の文字が表示され、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」の文字が表示され
、右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「置く」の文字が表示される。
【０２０９】
手入力画面に、所望のスケジュールを手入力する場合、ユーザは、ジョグダイアル２１を
回転操作及び押圧操作して該手入力を行う。具体的には、この手入力画面が表示されてい
る状態で、最初にジョグダイアル２１が押圧操作されると、携帯電話機９のＣＰＵは、「
年」の入力モードとなる。この「年」の入力モード時にジョグダイアル２１が上方向に回
転操作されると、ＣＰＵは、例えば２００２年→２００３年→２００４年→２００５年…
等のように、設定する年を１年ずつ加算するかたちで順次表示制御する。なお、ジョグダ
イアル２１が例えば下方向に回転操作されると、ＣＰＵは、例えば２００５年→２００４
年→２００３年→２００２年…等のように、設定する年を１年ずつ減算するかたちで順次
表示制御する。
【０２１０】
このような動作は、図１６を用いて説明したタイマ設定時における入力行程と同様である
。ユーザは、上記タイマ設定時における入力行程と同様にジョグダイアル２１を操作して
「スケジュール年月日」，「スケジュール開始時刻」，「スケジュール終了時刻」を手入
力するのであるが、当該スケジュール設定時においては、上記「スケジュール終了時刻（
分）」を入力してジョグダイアル２１を押圧操作すると、携帯電話機９のＣＰＵは「スケ
ジュールタイトル」の入力モードに移行する。
【０２１１】
携帯電話機９のテンキー等の所定の操作キーには、一つの操作キーに対していくつかのア
ルファベットが割り当てられており、ユーザは、この操作キーを操作して、例えばローマ
字入力等により所望のスケジュールタイトルの入力を行う。携帯電話機９のＣＰＵは、ユ
ーザにより入力されたスケジュールタイトルを、当該入力画面の「スケジュールタイトル
」の表示領域に表示制御する。
【０２１２】
ユーザは、この「スケジュールタイトル」の表示領域に表示制御されたタイトルを確認し
、間違いがなければジョグダイアル２１を押圧操作する。この押圧操作がなされると、携
帯電話機９のＣＰＵは、「スケジュール内容（詳細）」の入力モードに移行する。
【０２１３】
この「スケジュール内容（詳細）」の入力モード時においても、ユーザは、上記操作キー
を操作して、例えばローマ字入力等により所望のスケジュール内容の入力を行う。携帯電
話機９のＣＰＵは、ユーザにより入力されたスケジュール内容を、当該入力画面の「スケ
ジュール内容（詳細）」の表示領域に表示制御する。
【０２１４】
ユーザは、この「スケジュール内容（詳細）」の表示領域に表示制御されたスケジュール
内容を確認し、間違いがなければジョグダイアル２１を押圧操作する。この押圧操作がな
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されると、携帯電話機９のＣＰＵは、ユーザにより入力された「スケジュール年月日」，
「スケジュール開始時刻」，「スケジュール終了時刻」，「スケジュールタイトル」及び
「スケジュール内容（詳細）」を記憶制御すると共に、これら各情報をモバイルサーバ装
置１１に送信する。
【０２１５】
モバイルサーバ装置１１は、これら各情報を、そのユーザのユーザＩＤ等と共にデコレー
ションサーバ装置６に転送する。デコレーションサーバ装置６は、ユーザＩＤ等に基づい
てユーザ認証を行う。そして、データベース８内に設けられている、そのユーザのスケジ
ュール帳の記憶領域に対して、上記転送された「スケジュール年月日」，「スケジュール
開始時刻」，「スケジュール終了時刻」，「スケジュールタイトル」及び「スケジュール
内容（詳細）」を記憶制御する。これにより、ユーザにより入力されたスケジュールが、
ユーザの携帯電話機９内に記憶されると共に、デコレーションサーバ装置６に対してアッ
プロードされることとなる。
【０２１６】
なお、このスケジュール入力（記帳）を行う手入力画面の表示時において、左ソフトキー
２３Ｌ（戻る）が押圧操作されると、携帯電話機９のＣＰＵは、表示画面の表示を、当該
スケジュール帳が設置されている部屋の画像に戻す。
【０２１７】
また、前述の番組表から所望のチャンネルのデータが保持されている場合は、ユーザは、
右ソフトキー２３Ｒ（置く）を押圧操作する。これにより、携帯電話機９のＣＰＵは、記
憶（保持）している「放送年月日」，「放送開始時刻」，「放送終了時刻」、「番組タイ
トル」，「放送チャンネル」の各データを、この手入力画面における「スケジュール年月
日」，「スケジュール開始時刻」，「スケジュール終了時刻」，「スケジュールタイトル
」，「スケジュール内容（詳細）」の各入力領域にそれぞれ貼り付け処理する。これによ
り、番組表のデータをスケジュール帳に対してシームレスに援用することができる。
【０２１８】
次に、ユーザは、設定済みのタイマリストを確認したい場合、設定済みリスト表示ボタン
４０を操作する。この設定済みリスト表示ボタン４０の操作を検出すると、携帯電話機９
のＣＰＵは、図１７（ｂ）に示す設定済みのスケジュールリストを表示制御する。
【０２１９】
具体的には、このスケジュールリストの表示画面としては、上記エージェントの頭の画像
ｅｈと共に、例えば１９：００～２１：００、２１：００～２３：００等のように所定の
時間帯毎に設定済みのスケジュールリストが表示される。
【０２２０】
また、このスケジュールリストの表示画面の下領域には、ジョグダイアル２１の画像２１
ｇと共に「修正」の文字が表示され、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」
の文字が表示され、また、右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「持つ」の文字が表
示される。
【０２２１】
このスケジュールリストは、ユーザによりジョグダイアル２１が回転操作されるとスクロ
ール表示されるようになっている。また、このタイマリストは、デフォルトで例えば当日
（今日）の設定済みのスケジュールリストが表示されるのであるが、ユーザにより、左キ
ー２２Ｌが１回押圧操作される毎に、当日→前日→前々日…等のように過去の設定済みの
スケジュールリストが表示され、また、右キー２２Ｒが１回押圧操作される毎に、当日→
翌日→翌々日…等のように当日以降の設定済みのスケジュールリストが表示される。ユー
ザは、ジョグダイアル２１を回転操作し、或いは左右キー２２Ｌ，２２Ｒを押圧操作する
ことで、スケジュールリストの確認を行う。
【０２２２】
また、ユーザは、スケジュールリストの修正を行う場合、修正を行うスケジュールを選択
してジョグダイアル２１を押圧操作する。ジョグダイアル２１の押圧操作を検出すると、
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携帯電話機９のＣＰＵは、表示画面を図１７（ａ）に示した手入力画面に戻し、現在設定
されているスケジュールを表示する。ユーザは、この表示されたスケジュールの修正個所
を、前述と同様に手入力で変更することで修正を行う。
【０２２３】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、右ソフトキー２３Ｒ（持つ）の押圧操作を検出すると、
ユーザにより選択された設定済みのスケジュールである、例えば「スケジュール年月日」
，「スケジュール開始時刻」，「スケジュール終了時刻」，「スケジュールタイトル」等
の各データを一時的に記憶制御する。この一時的に記憶された各データは、前述の予約録
画入力等にシームレスに用いられることとなる。
【０２２４】
次に、図１８のフローチャートに、このような情報管理アイテムが選択された場合におけ
る、携帯電話機９のＣＰＵの情報処理動作の流れを示す。
【０２２５】
この図１８に示すフローチャートにおいて、まず、ステップＳ７１では、携帯電話機９の
ＣＰＵが、ユーザにより、上記スケジュール帳３０ｅ等の情報管理アイテムが選択された
か否かを判別し、該情報管理アイテムの選択を検出したタイミングで、当該情報処理行程
をステップＳ７２に進める。
【０２２６】
ステップＳ７２では、携帯電話機９のＣＰＵが、モバイルサーバ装置１１にアクセスし、
該モバイルサーバ装置１１のデータベース３１に記憶されている、そのユーザの情報管理
アイテムの情報を取得して表示する。
【０２２７】
なお、この情報管理アイテムの情報は、デコレーションサーバ装置６のデータベース８に
も記憶されているのであるが、モバイルサーバ装置１１のデータベース３１に記憶されて
いる情報管理アイテムの情報は、モバイル機器用に情報量が軽減されている。
【０２２８】
次に携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ７３，ステップＳ７５及びステップＳ７７にお
いて、キーの操作状況を監視する。
【０２２９】
具体的には、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ７３において、上記左ソフトキー２３
Ｌが押圧操作されたか否かを判別することで、表示画面２０を前画面に「戻す」ことが指
定されたか否かを判別する。
【０２３０】
携帯電話機９のＣＰＵは、図１７（ａ）に示す手入力画面の表示時において、上記左ソフ
トキー２３Ｌの押圧操作を検出した場合、ステップＳ７４において、その情報管理アイテ
ムが設置された部屋の画像に表示画面を切り替え制御する。
【０２３１】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ７５において、上記決定ボタン３８が操作さ
れたか否かを判別することで、予約設定が指示されたか否かを判別する。
【０２３２】
携帯電話機９のＣＰＵは、図１７（ｂ）に示すタイマリストの表示時において、右ソフト
キー２３Ｒの押圧操作を検出した場合、ステップＳ７６において、ユーザにより選択され
た設定済みのスケジュールである、例えば「スケジュール年月日」，「スケジュール開始
時刻」，「スケジュール終了時刻」，「スケジュールタイトル」等の各データを一時的に
記憶制御する。この一時的に記憶された各データは、前述の予約録画入力等にシームレス
に用いられることとなる。
【０２３３】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ７７において、上記ジョグダイアル２１が押
圧操作されたか否かを判別することで、スケジュールの入力が指定されたか否かを判別す
る。
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【０２３４】
携帯電話機９のＣＰＵは、図１７（ａ）に示す手入力画面の表示時において、ジョグダイ
アル２１の押圧操作を検出した場合、ステップＳ７８において、ユーザにより入力される
「スケジュール年月日」，「スケジュール開始時刻」，「スケジュール終了時刻」，「ス
ケジュールタイトル」等の各データの入力を受け付ける。
【０２３５】
なお、携帯電話機９のＣＰＵは、この手入力画面を表示している間、ステップＳ７９にお
いて、左ソフトキー２３Ｌが押圧操作されたか否かを判別することで、ユーザにより表示
画面２０を前画面に「戻す」ことが指定されたか否かを判別する。また、ステップＳ８１
において、図１７（ａ）に示す決定ボタン３８が操作されたか否かを判別することで、ユ
ーザにより入力されたスケジュールの処理が指定されたか否かを判別する。
【０２３６】
携帯電話機９のＣＰＵは、左ソフトキー２３Ｌの押圧操作を検出すると、ステップＳ８０
において、その情報管理アイテムが設置されている部屋の画像に、表示画面を戻す。また
、決定ボタン３８の操作を検出すると、ユーザにより入力されたスケジュールの各データ
をモバイルサーバ装置１１に送信する。
【０２３７】
モバイルサーバ装置１１は、このスケジュールの各データをデータベース３１に保存する
と共に、デコレーションサーバ装置６に送信する。デコレーションサーバ装置６は、この
スケジュールのデータをデータベース８に保存する。これにより、パーソナルコンピュー
タ装置からデコレーションサーバ装置６にアクセスすることで、携帯電話機９で設定され
たスケジュールをパーソナルコンピュータ装置で確認（及び修正や設定）することが可能
となる。
【０２３８】
次に、図１９のフローチャートは、一時的に保持されている情報を、スケジュール帳等の
情報管理アイテムに張り付け処理する流れを示している。この図１９のフローチャートに
おいて、例えば上記電子番組表等のデータが保持されている場合、ステップＳ９１を介し
てステップＳ９２に処理行程が進む。
【０２３９】
前述のように、初期設定後の初期画面としては、図８（ａ）～（ｃ）に示す各部屋の画像
が表示されている。ステップＳ９２では、携帯電話機９のＣＰＵが、この部屋に設置され
ているアイテムの中から所望のアイテムが選択されたか否か（いずれかのアイテムに上記
フォーカスが当たったか否か）を判別する。そして、フォーカスが当てられたことを検出
した際に、ステップＳ９３において、そのフォーカスが当てられたアイテムの手入力画面
を表示すると共に、例えば図１７（ａ）に示すようにこの手入力画面の下領域に、右ソフ
トキー２３Ｒの画像２３Ｒｇ及び「置く」の文字を表示する。
【０２４０】
次に携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ９４において、上記右ソフトキー２３Ｒが押圧
操作され、上記一時的に保持された情報の張り付け処理（置く）が指定されたか否かを判
別する。
【０２４１】
右ソフトキー２３Ｒの押圧操作を検出すると、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ９５
において、現在、一時的に保持されている情報は、ユーザにより選択されたアイテムに対
して必要なデータ条件を満たしているか否かを判別する。そして、必要なデータ条件を満
たしていると判別した場合、一時的に保持されている情報を手入力画面に張り付け処理す
る。
【０２４２】
携帯電話機９のＣＰＵは、この張り付け処理の後、上記決定ボタン３８の操作を検出した
タイミングで、ステップＳ９６において、モバイルサーバ装置１１に対して、この張り付
け処理されたデータをスケジュールデータとしてモバイルサーバ装置１１に送信すると共
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に、ステップＳ９７において、エージェントを介してスケジュール登録の完了をユーザに
通知する。
【０２４３】
なお、図１７（ａ），（ｂ）に図示はしていないが、一時的に保持された情報が存在する
場合、携帯電話機９のＣＰＵは、上記「置く」のボタンと共に、その一時的に保持された
情報の使用を指示するための「使う」のボタンを表示する。この図１９のフローチャート
のステップＳ９８では、携帯電話機９のＣＰＵが、ユーザにより、一時的に保持された情
報の使用（使う）が指示されたか否かを判別しており、該使用が指示されたタイミングで
、図１８のフローチャートのステップＳ７１へ、その処理動作を移行し、前述のステップ
Ｓ７１～ステップＳ８２のルーチンを実行する。
【０２４４】
［情報管理アイテムとしてスクラップブックが選択された場合］
次に、ユーザにより、情報管理アイテムとしてスクラップブック３０ｆが選択された場合
、携帯電話機９のＣＰＵは、上記アプリケーションプログラムに基づいて、ユーザＩＤ及
びパスワードの入力画面を表示する。ユーザにより、ユーザＩＤ及びパスワードが入力さ
れると、携帯電話機９のＣＰＵは、この入力されたユーザＩＤ及びパスワードと共に、ス
クラップブック３０ｆが選択されたことを示す情報をモバイルサーバ装置１１に送信する
。
【０２４５】
モバイルサーバ装置１１は、上記ユーザＩＤ，パスワード及びスクラップブック３０ｆが
選択されたことを示す情報をデコレーションサーバ装置６に転送する。デコレーションサ
ーバ装置６は、この転送されたユーザＩＤ及びパスワード基づいてユーザ認証を行う。そ
して、ユーザを認証した場合に、データベース８から、そのユーザのスクラップブックに
対応するデータを読み出し、これをモバイルサーバ装置１１に返信する。
【０２４６】
なお、デコレーションサーバ装置６は、例えば告知情報や、連絡事項等がある場合は、掲
示板の情報として、これを、上記スクラップブックに対応するデータと共にモバイルサー
バ装置１１に返信する。
【０２４７】
モバイルサーバ装置１１は、この返信されたスクラップブックに対応するデータ等を、ユ
ーザの携帯電話機９に転送する。ユーザの携帯電話機９のＣＰＵは、この転送されたスク
ラップブックに対応するデータ等を表示画面２０に表示制御する。
【０２４８】
なお、上記掲示板の情報としては、モバイルサーバ装置１１側で形成されたものを、上記
デコレーションサーバ装置６から返信されたスクラップブックに対応するデータに添付し
てユーザの携帯電話機９に送信するようにしてもよい。
【０２４９】
図２０（ａ）は、ユーザのスクラップの表示画面、図２０（ｂ）は、上記掲示板の情報の
表示画面である。
【０２５０】
図２０（ａ）に示す各スクラップの表示画面としては、上記エージェントの頭の画像ｅｈ
と共に、全スクラップの総頁数、及び現在表示されているスクラップの頁番号が、例えば
１２／１５、１１／１５…等のように表示される。なお、この図２０（ａ）に示す例は、
全スクラップの総頁数が１５頁で、現在表示されているスクラップの頁番号が１２頁であ
ることを示している（ｐ．１２／１５）。
【０２５１】
さらに、この表示画面の下領域には、ジョグダイアル２１の画像２１ｇと共に「編集」の
文字が表示され、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」の文字が表示され、
右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「持つ」の文字が表示される。
【０２５２】
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ユーザは、スクラップの編集（修正）を行う場合、ジョグダイアル２１を押圧操作する。
これにより、携帯電話機９のＣＰＵは、現在表示しているスクラップの編集モードとなり
、ユーザが上記操作キーを操作することで入力された文字や画像等で新たなスクラップを
形成する。このスクラップは、上記モバイルサーバ装置１１を介してデコレーションサー
バ装置６に送信され、そのユーザのスクラップとしてデータベース８に記憶される。
【０２５３】
なお、左ソフトキー２３Ｌ（戻る）の押圧操作を検出すると、携帯電話機９のＣＰＵは、
当該スクラップブック３０ｆが設置されている部屋の画像に表示画面２０を切り替え制御
する。
【０２５４】
次に、図２０（ｂ）に示す掲示板の表示画面としては、上記エージェントの頭の画像ｅｈ
と共に、上記デコレーションサーバ装置６（或いはモバイルサーバ装置１１）から送信さ
れた掲示板の情報が表示される。この情報が、複数頁に渡って存在する場合、携帯電話機
９のＣＰＵは、存在する頁に対応する矢印の画像を、掲示板の左端及び（又は）右端に表
示制御する。
【０２５５】
この図２０（ｂ）に示す例は、掲示板の左端に左方向の矢印の画像ＹＬが表示制御され、
掲示板の右端に右方向の矢印の画像ＹＲが表示されている。これは、左方向の矢印の画像
ＹＬで、現在の頁に対して前頁があることを示し、右方向の矢印の画像ＹＲで、現在の頁
に対して後ろ頁があることを示している。
【０２５６】
この左右の矢印の画像ＹＬ，ＹＲは、左右キー２２Ｌ，２２Ｒにそれぞれ対応しており、
ユーザは、この左右キー２２Ｌ，２２Ｒを押圧操作することで、掲示板の情報の所望の頁
を表示操作する。
【０２５７】
［メッセージ機能（電子メール機能）が選択された場合］
次に、メッセージ機能３０ｇが選択されると、携帯電話機９のＣＰＵは、表示画面に「メ
ッセージ宛名リストへの追加」，「メッセージの送信」及び「メッセージの受信」のいず
れかを選択するための選択画面を表示する。
【０２５８】
［メッセージ宛名リストへの追加］
まず、上記選択画面から「メッセージ宛名リストへの追加」が選択された場合、図２１（
ａ）に示す、メッセージ宛名リストに対して送信先の追加を行う入力画面が表示される。
【０２５９】
具体的には、この入力画面として、送信元である、自分の電子メールアドレスの入力欄と
、メッセージ宛名リストに追加する送信先名（ニックネーム）の入力欄と、送信先の電子
メールアドレスの入力欄と、メッセージ宛名リストへの追加を指定する追加ボタン４１と
が表示される。
【０２６０】
また、表示画面２０の下領域には、ジョグダイアル２１の画像２１ｇと共に「入力」の文
字が表示され、また、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」の文字が表示さ
れる。
【０２６１】
このうち、左ソフトキー２３Ｌが押圧操作されると、携帯電話機９のＣＰＵは、メッセー
ジ機能３０ｇが設置されている部屋の画像に表示画面２０を戻す。
【０２６２】
これに対して、ジョグダイアル２１が最初に押圧操作されると、携帯電話機９のＣＰＵは
、「自分のメールアドレスの入力モード」に移行し、以後、ジョグダイアル２１が押圧操
作される毎に、「自分のメールアドレスの入力モード」→「ニックネーム（或いは送信先
名）の入力モード」→「追加するメールアドレス（送信先のメールアドレス）の入力モー
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ド」に順次移行する。
【０２６３】
ユーザは、ジョグダイアル２１の押圧操作及び上記操作キーによる入力操作を行うことで
、上記自分のメールアドレス，ニックネーム，及び追加するメールアドレス（送信先のメ
ールアドレス）の入力を行う。そして、各入力欄の入力が終了した際に、上記追加ボタン
４１を操作する。
【０２６４】
この追加ボタン４１の操作を検出すると、携帯電話機９のＣＰＵは、当該携帯電話機９の
内部メモリに設けられているメッセージ宛名リストに、上記ニックネーム及び送信先のメ
ールアドレスを記憶制御する。また、これと共に、携帯電話機９のＣＰＵは、上記入力さ
れた自分のメールアドレス，ニックネーム，及び追加するメールアドレスの各情報をモバ
イルサーバ装置１１に送信する。
【０２６５】
モバイルサーバ装置１１のデータベース３１には、各ユーザのメッセージ宛名リストが記
憶されている。モバイルサーバ装置１１は、上記各情報を受信すると、そのユーザのメー
ルアドレス（上記自分のメールアドレス）に基づいて、データベース３１に記憶されてい
るそのユーザのメッセージ宛名リストを参照し、例えば追加するメールアドレスが重複し
ないか等のリストチェックを行う。そして、追加を行っても問題はないと判断した場合に
、上記各情報を送信したユーザのメッセージ宛名リストに対して、上記「ニックネーム（
或いは送信先名）」及び「送信先のメールアドレス」を追加処理する。
【０２６６】
なお、この例では、メッセージ宛名リストは、モバイルサーバ装置１１のデータベース３
１に記憶されていることとしたが、このメッセージ宛名リストは、デコレーションサーバ
装置６のデータベース８に記憶させてもよいし、或いはモバイルサーバ装置１１のデータ
ベース３１及びデコレーションサーバ装置６のデータベース８の両方に記憶させてもよい
。
【０２６７】
「メッセージの送信」
次に、上記選択画面から「メッセージの送信」が選択された場合、携帯電話機９のＣＰＵ
は、図２１（ｂ）に示すメッセージの入力画面を表示制御する。
【０２６８】
具体的には、このメッセージの入力画面としては、上記エージェントの頭の画像ｅｈの他
、「送信先名（宛名）」の入力欄と、「メッセージのタイトル」の入力欄と、「メッセー
ジ（本文）」の入力欄と、例えば画像や音声等の「添付データ」の入力欄と、メッセージ
の送信を指定する決定ボタン３８が表示される。
【０２６９】
また、このメッセージの入力画面の下領域には、ジョグダイアル２１の画像２１ｇと共に
「入力」の文字が表示され、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」の文字が
表示され、また、右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「置く」の文字が表示される
。
【０２７０】
このうち、左ソフトキー２３Ｌ（戻る）の押圧操作を検出すると、携帯電話機９のＣＰＵ
は、上記図２１（ａ）に示す送信先名入力画面に表示画面を戻す。
【０２７１】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、ジョグダイアル２１の最初の押圧操作を検出すると、「
宛先（電子メールアドレス）の入力モード」に移行し、以後、ジョグダイアル２１の押圧
操作を検出する毎に、「タイトルの入力モード」→「本文の入力モード」→「添付データ
の入力モード」の順に、その入力モードを移行する。
【０２７２】
ユーザは、ジョグダイアル２１の押圧操作及び上記操作キーによる入力操作を行うことで
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、上記宛先，タイトル，本文及び添付データの入力を行う。
【０２７３】
なお、例えば画像等の情報が、前述の「持つ」の情報処理により一時的に記憶されている
場合において、携帯電話機９のＣＰＵは、右ソフトキー２３Ｒ（置く）の押圧操作を検出
すると、この一時的に記憶されている画像等の情報を、当該メッセージの添付データとし
て張り付け処理する。
【０２７４】
次に、ユーザにより、決定ボタン３８が操作され、このように作成されたメッセージの送
信が指定されると、携帯電話機９のＣＰＵは、当該メッセージをモバイルサーバ装置１１
に送信する。これにより、ユーザにより作成されたメッセージが送信先に送信されること
となる。
【０２７５】
このようなメッセージ送信処理は、図２２に示すフローチャートの流れで実行される。
【０２７６】
すなわち、携帯電話機９のＣＰＵは、前述のように「メッセージ宛名リストへの追加」，
「メッセージの送信」及び「メッセージの受信」の選択画面の中から「メッセージの送信
」が選択されると、この図２２に示すフローチャートのステップＳ１０１を介してステッ
プＳ１０２に処理を進める。
【０２７７】
ステップＳ１０２では、携帯電話機９のＣＰＵが、図２１（ｂ）に示したメッセージの入
力画面を表示画面２０に表示制御し、ユーザによる入力を受け付ける。
【０２７８】
携帯電話機９のＣＰＵは、このようなユーザによるメッセージの入力を受け付けると共に
、ステップＳ１０３において、左ソフトキー２３Ｌが押圧操作されたか否か（「戻る」が
指示されたか否か）を判別すると共に、上記決定ボタン３８が押圧操作されたか否か（メ
ッセージの送信が指示されたか否か）を判別する。
【０２７９】
そして、左ソフトキー２３Ｌの押圧操作を検出した場合、携帯電話機９のＣＰＵは、ステ
ップＳ１０４において、上記選択画面に表示画面２０の表示を戻す。
【０２８０】
これに対して、決定ボタン３８の押圧操作を検出した場合、携帯電話機９のＣＰＵは、ス
テップＳ１０６においてモバイルサーバ装置１１にメッセージを送信処理する。これによ
り、メッセージは、モバイルサーバ装置１１から送信先に送信される。
【０２８１】
このメッセージの送信処理が終了すると、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ１０７に
おいて、エージェントを介してメッセージ送信の完了をユーザに通知する。
【０２８２】
ここで、モバイルサーバ装置１１は、メッセージの送信を行う際、コミュニケーションサ
ーバ装置７にアクセスすることで、現在において、そのユーザがメッセージを受信可能な
機器を検索する。
【０２８３】
すなわち、前述のようにコントロールサーバ装置５は、各ユーザの家庭内ネットワーク１
７を介して各機器と通信を行うことで、該各機器の動作状態を監視している。コミュニケ
ーションサーバ装置７は、コントロールサーバ装置５と常時通信を行うことで、メッセー
ジの送信先となるユーザが、現在操作している機器を特定する。
【０２８４】
例えば、メッセージの送信先となるユーザが、自宅でパーソナルコンピュータ装置を操作
している場合には、コミュニケーションサーバ装置７側には、このパーソナルコンピュー
タ装置の起動を示す情報が保持される。このため、モバイルサーバ装置１１は、コミュニ
ケーションサーバ装置７にアクセスすることで、メッセージの送信先となるユーザが自宅
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でパーソナルコンピュータ装置を操作していることを認識することができる。
【０２８５】
このような認識を行うと、モバイルサーバ装置１１は、メッセージの送信先となるユーザ
のパーソナルコンピュータ装置に対して、上記携帯電話機９から送信されたメッセージを
送信する。
【０２８６】
なお、メッセージの送信先となるユーザのパーソナルコンピュータ装置が起動していない
場合には、モバイルサーバ装置１１は、メッセージの送信先となるユーザが当該通信シス
テム２にログインしているか否かを判別する。そして、当該通信システム２にログインし
ている場合は、そのユーザのモバイル機器に対して上記メッセージを送信する。
【０２８７】
このように、ユーザが使用している機器を検索し、その使用中の機器にメッセージを送信
することにより、ユーザが直ぐにメッセージを確認可能な機器に対して該メッセージの送
信を行うことができる。
【０２８８】
次に、例えば画像等の情報が、前述の「持つ」の情報処理により一時的に記憶されている
場合には、携帯電話機９のＣＰＵは、上記メッセージの入力画面に対して右ソフトキー２
３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「置く」の文字を表示し、該右ソフトキー２３Ｒの押圧操作（
置く）を検出した際に、上記一時的に記憶している画像等の情報を、当該メッセージの添
付データとして張り付け処理する。
【０２８９】
この張り付け処理は、図２３のフローチャートの示す流れで実行される。具体的には、携
帯電話機９のＣＰＵは、例えば画像等の情報が保持されている場合、ステップＳ１１１を
介してステップＳ１１２に処理を進める。
【０２９０】
前述のように、初期設定後の初期画面としては、図８（ａ）～（ｃ）に示す各部屋の画像
が表示されている。ステップＳ１１２では、携帯電話機９のＣＰＵが、この部屋に設置さ
れているアイテムの中からメッセージ機能３０ｇのアイテムが選択され、上記「メッセー
ジの送信」が選択されたか否か（「メッセージの送信」に上記フォーカスが当たったか否
か）を判別する。そして、「メッセージの送信」に上記フォーカスが当てられたことを検
出した際に、ステップＳ１１３において、上記メッセージの入力画面を表示すると共に、
例えば図２１（ｂ）に示すようにこの入力画面の下領域に、右ソフトキー２３Ｒの画像２
３Ｒｇ及び「置く」の文字を表示する。
【０２９１】
次に携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ１１４において、上記右ソフトキー２３Ｒが押
圧操作され、上記一時的に保持された情報の張り付け処理（置く）が指定されたか否かを
判別する。
【０２９２】
右ソフトキー２３Ｒの押圧操作を検出すると、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ１１
５において、現在、一時的に保持している情報を、例えば上記添付データとしてメッセー
ジに張り付け処理する。そして、処理を図２２のフローチャートのステップＳ１０２に移
行し、以後、前述のステップＳ１０２～ステップＳ１０７の各ルーチンを実行する。
【０２９３】
なお、図２１（ｂ）に図示はしていないが、一時的に保持された情報が存在する場合、携
帯電話機９のＣＰＵは、上記「置く」のボタンと共に、その一時的に保持された情報の使
用を指示するための「使う」のボタンを表示する。この図２３のフローチャートのステッ
プＳ１１６では、携帯電話機９のＣＰＵが、ユーザにより、一時的に保持された情報の使
用（使う）が指示されたか否かを判別しており、該使用が指示されると、ステップＳ１１
７において、図２２のフローチャートのステップＳ１０２へ処理を移行し、前述のステッ
プＳ１０２～ステップＳ１０７の各ルーチンを実行する。
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【０２９４】
「メッセージの受信」
次に、上記選択画面から「メッセージの受信」が選択された場合、携帯電話機９のＣＰＵ
は、モバイルサーバ装置１１にアクセスし、データベース３１に保存されているメッセー
ジの取り込みを行う。そして、図２４（ａ）に示すように、この取り込んだメッセージの
リスト（メッセージ受信リスト）を表示画面２０に表示制御する。
【０２９５】
このメッセージ受信リストの表示画面としては、携帯電話機９のＣＰＵは、上記モバイル
サーバ装置１１から取り込んだ各メッセージのタイトルを一覧的に表示する他、メッセー
ジの削除を指定する削除ボタン４２、及び取り込んだメッセージの表示を指定する表示ボ
タン４３（開く）を表示する。
【０２９６】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、この表示画面の下領域に、ジョグダイアル２１の画像２
１ｇと共に「入力」の文字を表示制御し、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻
る」の文字を表示制御する。
【０２９７】
上記左ソフトキー２３Ｌ（戻る）の押圧操作を検出すると、携帯電話機９のＣＰＵは、当
該メッセージ機能３０ｇが設置されている部屋の画像に表示画面２０を切り替え制御する
。
【０２９８】
また、上記削除ボタン４２の操作を検出すると、携帯電話機９のＣＰＵは、ユーザにより
選択されたメッセージを消去制御する。
【０２９９】
また、上記表示ボタン４３（開く）の操作を検出すると、携帯電話機９のＣＰＵは、図２
４（ｂ）に示すメッセージの表示画面を表示制御する。
【０３００】
「メッセージの表示」
この図２４（ｂ）に示すメッセージの表示画面としては、「差出人名」，「メッセージの
タイトル」，「本文（メッセージ）」，及び存在する場合は添付データが表示される。こ
れにより、ユーザは、メッセージを確認することができる。
【０３０１】
なお、上記「差出人名」としては、差出人がメッセージ宛名リストに登録されている場合
は、当該リストに登録されている差出人名（上記ニックネーム等）が表示され、差出人が
メッセージ宛名リストに登録されていない場合は、差出人のメールアドレスが表示される
。
【０３０２】
また、このメッセージの表示画面の下領域には、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇと共
に「戻る」の文字が、右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共に「持つ」の文字が表示さ
れる。
【０３０３】
携帯電話機９のＣＰＵは、上記左ソフトキー２３Ｌ（戻る）の押圧操作を検出すると、図
２４（ａ）に示すメッセージ受信リストの表示画面に、表示画面２０を戻す。
【０３０４】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、上記右ソフトキー２３Ｒ（持つ）の押圧操作を検出する
と、現在表示しているメッセージのデータを一時的に記憶する。この一時的に記憶された
メッセージのデータは、例えばスクラップブック３０ｆに張り付けられる等のように、各
情報処理間でシームレスに用いられることとなる。
【０３０５】
次に、以上の説明は、モバイルサーバ装置１１に着信したメッセージを、ユーザ側から取
得する場合であったが、モバイルサーバ装置１１は、メッセージが着信すると、ユーザの
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携帯電話機９に対して着信通知を行うようになっている。
【０３０６】
図２５のフローチャートに、この着信通知があった場合における携帯電話機９のメッセー
ジ受信動作の流れを示す。
【０３０７】
このフローチャートにおいて、携帯電話機９のＣＰＵは、上記モバイルサーバ装置１１か
らの着信通知に基づいてメッセージの有無を判別し、メッセージの着信を検出したタイミ
ングで処理をステップＳ１２２に進める。
【０３０８】
ステップＳ１２２では、携帯電話機９のＣＰＵが、表示画面２０にエージェントを表示す
ると共に、例えば「メッセージが着信しました」等の文字を表示して、ユーザに対してメ
ッセージの着信を通知する。
【０３０９】
また、携帯電話機９のＣＰＵは、メッセージ機能３０ｇが設置されている部屋の画像に対
して、例えば図２４に示すようなメッセージ受信アイテム３０ｇを表示する。
【０３１０】
ステップＳ１２３では、携帯電話機９のＣＰＵが、このメッセージ受信アイテム３０ｇが
選択されたか否かを判別する。そして、メッセージ受信アイテム３０ｇが選択された際に
、ステップＳ１２４において、モバイルサーバ装置１１から図２４（ａ）に示すメッセー
ジ受信リストを取得し、これを表示画面２０に表示制御する。また、携帯電話機９のＣＰ
Ｕは、上記メッセージ受信リストの表示画面に、左ソフトキー２３Ｌの画像２３Ｌｇ及び
「戻る」の文字を表示すると共に、選択したメッセージの表示を指定するための決定ボタ
ン３８を表示する。
【０３１１】
携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ１２５において、左ソフトキー２３Ｌの押圧操作（
戻る）を検出すると、ステップＳ１２６において、上記メッセージ受信アイテム３０ｇを
表示した部屋の画像に表示画面２０を戻す。
【０３１２】
これに対して、携帯電話機９のＣＰＵは、ステップＳ１２７において、上記決定ボタン３
８の操作を検出すると、ステップＳ１２８において、上記メッセージ受信リストからユー
ザにより選択されたメッセージを、モバイルサーバ装置１１から取得し、このメッセージ
を図２４（ｂ）に示すように表示画面２０に表示する。これにより、ユーザは、上記着信
通知に基づいてメッセージを取得して閲覧することができる。
【０３１３】
なお、携帯電話機９のＣＰＵは、上記取得したメッセージを表示した際に、左ソフトキー
２３Ｌの画像２３Ｌｇと共に「戻る」の文字を、右ソフトキー２３Ｒの画像２３Ｒｇと共
に「持つ」の文字を、それぞれ表示する。
【０３１４】
そして、ステップＳ１２９において、左ソフトキー２３Ｌの押圧操作（戻る）を検出する
と、処理をステップＳ１２４に戻し、表示画面２０に図２４（ａ）に示すメッセージ受信
リストを再度表示する。
【０３１５】
また、ステップＳ１３０において、右ソフトキー２３Ｒの押圧操作（持つ）を検出すると
、ステップＳ１３１において、現在表示しているメッセージを一時的に記憶する。この一
時的に記憶されたメッセージのデータは、例えばスクラップブック３０ｆに張り付けられ
たり、送信するメッセージに張り付けられる等のように、各情報処理間でシームレスに用
いられることとなる。
【０３１６】
　「実施の形態の効果」
　以上の説明から明らかなように、当該実施の形態の情報処理システムは、例えば電子番
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組表のデータを、遠隔操作する機器の予約設定を行う入力画面に貼り付けて用い、或いは
スケジュール帳に貼り付けて用いる等のように、一つの情報を展開して複数の情報処理間
（複数のシステム間）でシームレスに用いることができる。
【０３１７】
また、携帯電話機９等のモバイル機器は、ユーザが携帯していることが多く、また、殆ど
の場所からネットワークを介して所望のサイト等にアクセス可能である。このようなモバ
イル機器をクライアント端末の一つとして用いることができるため、該モバイル機器に対
して新たな価値を付加することができる。
【０３１８】
また、ユーザが所望の部屋に対して所望のアイテムを選択して設置することで、仮想的に
ユーザの部屋を再現したインターフェイスを提供することができる。或いは、カスタマイ
ズにより、各ユーザに適した環境を提供することができる。
【０３１９】
また、ユーザは、常日頃生活している自宅の部屋に設置されている各アイテムの設置場所
を認識しているため、このように仮想的にユーザの部屋を再現することにより、ユーザが
直感的、かつ、簡単にユーザインターフェイスの操作を行うことを可能とすることができ
る。
【０３２０】
また、新規なシステムの普及し始めには、そのシステムの取り扱いに精通しているユーザ
が少ないため、各ユーザにとってシステムの取り扱いが困難となり、この困難性が影響し
てシステムの普及を阻害するおそれがあるが、当該実施の形態の情報処理システムは、前
述のように簡単に利用することができるため、システムを普及し易くすることができる。
【０３２１】
また、メッセージのみならず、電子番組表の情報やスケジュール帳の情報等、様々な情報
を、各情報処理システムを超越して取り扱うことができるため、コミュニケーションの活
性化に貢献することができる。
【０３２２】
なお、例えば各アイテムに対して宣伝広告を付加してもよい。これにより、当該システム
を用いた新たなビジネスを確立することができる。
【０３２３】
また、ユーザインターフェイスの構成等は、ユーザインターフェイスを提供する各メーカ
毎に自由にデザインすることが可能である。さらに、例えば遠隔操作される機器に対して
レアアイテムを含ませる等、各メーカ間で差別化を図ることも可能である。
【０３２４】
最後に、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態
に限定されることはなく、上述の実施形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸
脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論であることを
付け加えておく。
【０３２５】
【発明の効果】
本発明は、ユーザに対して、直感的、かつ、簡単に機器等のアイテムの操作が可能なイン
ターフェイスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した実施の形態となる情報処理システムのブロック図である。
【図２】上記実施の形態の情報処理システムの初期設定時における携帯電話機の動作を示
すフローチャートである。
【図３】上記初期設定時にユーザにより選択されるエージェントの画像の一例を示す図で
ある。
【図４】上記初期設定時にユーザにより選択される部屋の画像の一例を示す図である。
【図５】ユーザが使用する携帯電話機に設けられている操作キーの一例を示す図である。
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【図６】上記初期設定時にユーザにより選択されるアイテムの画像の一例を示す図である
。
【図７】上記初期設定時にユーザにより選択されたアイテムが、上記選択された部屋に設
置される様子を示す図である。
【図８】上記初期設定により、ユーザにより選択された各部屋に設置された各アイテム及
びエージェントを示す図である。
【図９】ユーザによりアイテムが選択された際（フォーカスが当てられた際）に行われる
補助表示を説明するための図である。
【図１０】ユーザにより、予約設定／機器操作アイテムが選択された場合に表示されるユ
ーザインターフェイスの一例を示す図である。
【図１１】ユーザにより、予約設定／機器操作アイテムが選択された場合における、携帯
電話機の情報処理動作の流れを示すフローチャートである。
【図１２】一時的に保持された情報を用いて他の機器の予約設定を行う流れを示すフロー
チャートである。
【図１３】ユーザにより、情報アイテムが選択された場合に表示されるユーザインターフ
ェイスの一例を示す図である。
【図１４】情報アイテムが選択された場合における、携帯電話機の情報処理動作の流れを
示すフローチャートである。
【図１５】ユーザにより情報を取得する時間が設定されている場合の、情報取得処理の流
れを示すフローチャートである。
【図１６】ユーザにより、予約設定／機器操作アイテムが選択された場合に表示されるユ
ーザインターフェイスの他の例を示す図である。
【図１７】ユーザにより、情報管理アイテムが選択された場合に表示されるユーザインタ
ーフェイスの一例を示す図である。
【図１８】ユーザにより、情報管理アイテムが選択された場合における、携帯電話機の情
報処理動作の流れを示すフローチャートである。
【図１９】一時的に保持されている情報を、情報管理アイテムに張り付け処理する流れを
示すフローチャートである。
【図２０】ユーザにより、情報管理アイテムとしてスクラップブックが選択された場合に
表示されるユーザインターフェイスの一例を示す図である。
【図２１】ユーザにより、メッセージ宛名リストへの追加が指定された場合に表示される
ユーザインターフェイスの一例、及びメッセージの送信が指定された場合に表示されるユ
ーザインターフェイスの一例を示す図である。
【図２２】携帯電話機のメッセージ送信動作を示すフローチャートである。
【図２３】一時的に記憶している情報をメッセージの添付データとして張り付け処理する
流れを示すフローチャートである。
【図２４】メッセージ受信リストの表示画面の一例、及びメッセージの表示画面の一例を
示す図である。
【図２５】着信通知を受信した場合における、携帯電話機のメッセージ受信動作を示すフ
ローチャートである。
【符号の説明】
１…サーバシステム、２…通信システム、３…家庭内ネットワークシステム、４…インタ
ーネット、５…コントロールサーバ装置、６…デコレーションサーバ装置、７…コミュニ
ケーションサーバ装置、８…デコレーションサーバ装置のデータベース、９…携帯電話機
、１０…基地局、１１…モバイルサーバ装置、１２…通信ネットワーク、１３…パーソナ
ルコンピュータ装置（ＰＣ）、１４…エアコンディショナ装置（ＡＣ）、１５…テレビジ
ョン受像機（ＴＶ）、１６…ビデオテープレコーダ装置（ＶＴＲ）、１７…家庭内ネット
ワーク、１８…コミュニケーションサーバ装置のデータベース、１９…コントロールサー
バ装置のデータベース、２０…携帯電話機の表示画面、２１…携帯電話機のジョグダイア
ル、２２Ｌ…携帯電話機の左キー、２２Ｒ…携帯電話機の右キー、２３Ｌ…携帯電話機の
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左ソフトキー、２３Ｒ…携帯電話機の右ソフトキー、３１…モバイルサーバ装置のデータ
ベース
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